
本
文
編

⑪
班
符
続
文

班
符
續
文

民
部
省

勘
申
攝
津
國
校
田
・
授
口
帳
下
否
事

右
官
宣
、
件
國
校
田
・
授
口
帳
下
否
之
由
、
宜
勘
申
者
。
檢
文
簿
、
去
應
德
元
年

十
月
十
三
日
同
官
下
省
、
同
年
十
月
廿
日
校
田
・
授
口
帳
下
主
税
寮
、
同
月
廿
八

日
續
勘
文
進
省
、
同
年
十
一
月
五
日
副
授
口
帳
下
主
計
寮
既
畢
。
仍
勘
申
。

康
和
元
年
十
二
月
十
日

少
録
中
原

少
丞
橘

⑫
班
符
国
解

班
符
國
解

山
城
國
雜
掌
秦
成
安
解

申
請

官
裁
事

請
被
因
准
傍
例
、
被
下

宣
旨
於
所
司
、
班
符
未
下
間
、
暫
置
勘
出
、
勘
済
前

司
任
終
長
保
三
、
當
任
同
四
五
寛
弘
元
、
并
四
箇
年
租
帳
状

右
謹
檢
案
内
、
此
國
校
田
・
授
口
帳
、
令
勘
造
、
進
官
已
了
。
即
請
官
省
外
題
、

欲
勘
済
之
處
、
主
税
寮
勘
返
云
、
班
符
未
下
之
間
、
租
帳
非
蒙

宣
旨
、
輙
難
勘

済
者
。
雜
掌
徒
抱
公
文
、
辛
苦
寮
底
。
望
請

官
裁
。
被
下

宣
旨
於
所
司
、
班

符
未
下
間
、
暫
置
勘
出
、
件
年
々
租
帳
、
将
省
公
文
之
煩
。
仍
録
事
状
、
謹
解
。

寛
弘
二
年
十
二
月
十
三
日

山
城
國
雜
掌
秦
成
安

⑬
班
符
宣
旨

班
符
宣
旨
付
省
奉
行

應
班
符
未
下
間
、
暫
置
勘
出
、
勘
済
前
司
橘
朝
臣
為
仲
任
終
延
久
四
、
當
任
同

五
、

承
保
元
二
三
、
承
暦
元
二
三
并
八
箇
年
租
帳
事

右
得
越
後
雜
掌
秦
成
安
去
七
月
十
日
解
状
�
、
謹
檢
案
内
、
此
國
校
田
授
口
帳
、

合
期
勘
造
、
進
官
已
了
。
爰
相
待
報
符
之
間
、
空
送
年
月
。
方
今
件
租
帳
、
請
官

『
朝
野
群
載
』
巻
二
十
六

校
訂
と
註
釈
（
二
）

朝
野
群
載
研
究
会

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
二
十
二
号

二
〇
一
八
年
三
月
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省
外
題
勘
済
之
處
、
主
税
寮
勘
返
云
、
班
符
未
下
之
間
、
租
帳
非
蒙

宣
旨
、
輙

難
勘
済
者
。
雜
掌
徒
抱
公
文
、
辛
苦
寮
底
。
望
請

官
裁
。
因
准
先
例
、
被
下

宣
旨
於
所
司
、
班
符
未
下
之
間
、
暫
置
勘
出
、
勘
済
件
年
々
租
帳
、
将
省
勘
済
公

文
之
煩
者
。
權
左
中
辨
大
江
朝
臣
匡
房
傳
宣
、
權
中
納
言
源
朝
臣
経
信
宣
、
依
請

者
。

承
暦
四
年
十
月
三
日

右
少
史
小
野

奉
行

少
録
紀
行
職
申
同
年
同
月

十
四
日

大
輔
藤
原
朝
臣

大
丞
藤
原

權
大
輔
源
朝
臣

菅
原

少
輔
源
朝
臣

少
丞
藤
原

⑭
雑
米
免
除
国
解

雜
米
免
除
國
解

尾
張
國
司
解

申
請

天
裁
事

請
殊
蒙

天
裁
、
因
准
傍
例
被
免
除
去
永
久
三
年
雜
米
抄
帳
状

右
謹
檢
案
内
、
去
永
久
三
年
十
二
月
十
六
日
任
彼
國
守
。
着
任
之
後
、
殊
廻
治
術
、

調
庸
租
税
辨
備
已
畢
。
爰
前
司
守
高
階
為
遠
朝
臣
任
、
得
替
之
後
、
雖
済
公
事
、

不
遂
勘
済
、
其
身
卒
去
。
然
而
八
箇
年
官
物
、
遂
辨
進
之
由
、
雖
載
不
与
解
由
状
、

依
不
請
惣
返
抄
、
難
知
其
済
否
。
随
亦
欲
勘
済
之
處
、
所
司
勘
發
云
、
前
司
任
終

年
雜
米
抄
帳
、
非
蒙

宣
旨
、
輙
難
勘
除
者
、
何
依
前
吏
之
不
勤
、
更
為
後
司
之

停
滞
哉
。
如
斯
之
國
、
随
申
請
旨
、
多
蒙
裁
許
、
先
蹤
已
存
。
望
請

天
裁
。
因

准
傍
例
、
被
免
除
件
雜
米
抄
帳
者
、
将
省
難
済
之
煩
。
仍
勒
奉
状
、
謹
解
。

元
永
二
年
十
二
月

日

正
六
位
上
行
大
目
大
原
真
人

右
少
辨
従
五
位
上
兼
行
守
源
朝
臣

權
守
従
五
位
下
藤
原
朝
臣

従
五
位
下
行
笇
博
士
兼
介
三
善
朝
臣

⑮
雑
米
免
除
宣
旨

同
雜
米
免
除
宣
旨
付
省
奉
行

應
免
除
尾
張
國
去
永
久
貳
年
雜
米
抄
帳
事

右
得
彼
國
守
源
朝
臣
師
俊
今
月
十
二
日
奏
状
�
、
謹
檢
案
内
、
去
永
久
三
年
十
二

月
十
六
日
任
彼
國
守
。
着
任
之
後
、
殊
廻
治
術
、
調
庸
租
税
辨
済
已
畢
。
爰
前
司

守
高
階
為
遠
朝
臣
得
替
之
後
、
雖
済
公
事
、
不
遂
勘
済
、
其
身
卒
。
然
而
今
年
官

物
遂
可
弁
済
之
由
、
雖
載
不
与
解
状
、
依
不
請
惣
返
抄
、
難
知
其
弁
否
。
随
亦
欲

勘
済
之
處
、
所
司
勘
發
、
前
司
任
終
年
雜
米
抄
帳
、
非
蒙

宣
旨
、
輙
難
勘
除
者
、

何
依
前
吏
之
不
勤
、
更
為
後
司
停
滞
哉
。
如
斯
之
間
、
随
申
請
旨
、
多
蒙
裁
許
、

先
蹤
已
存
。
望
請

天
裁
。
因
准
傍
例
、
被
免
除
件
雜
米
抄
帳
者
、
将
省
難
済
之

煩
者
、
左
少
弁
藤
原
朝
臣
實
光
傳
宣
、
權
中
納
言
藤
原
朝
臣
宗
忠
宣
、
奉

勅
、

除
年
料
米
之
外
、
依
請
者
。

元
永
二
年
十
二
月
廿
九
日

左
大
史
小
槻
宿
祢
奉

奉
行

小
録
紀
宣
重
申
同
年
同
月

同
日

大
輔
源
朝
臣

大
丞
藤
原
在
判

權
大
輔
源
朝
臣

藤
原

小
輔
藤
原
朝
臣
未
到

小
丞
藤
原

⑯
主
計
寮
越
勘
続
文

越
勘
續
文
四
通
主
計
・
主
税

主
計
寮

勘
山
城
國
申
請
越
勘
前
前
司
守
藤
原
朝
臣
伊
家
任
終
承
保
三
、
次
守
源
朝
臣
公

綱
任
承
暦
元
二
三
、
并
四
箇
年
公
文
事
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右
官
宣
、
件
國
申
請
前
前
司
守
藤
原
朝
臣
伊
家
任
終
承
保
三
、
次
守
源
朝
臣
公
綱

任
承
暦
元
二
三
并
四
箇
年
公
文
済
否
之
由
、
宜
勘
申
者
。
件
年
年
帳
、
未
勘
。
仍

勘
申
。永

保
三
年

月

日

笇
師
菅
野

權
少
允
紀

頭
兼
紀
伊
守
小
槻
宿
祢

權
少
属
紀

⑰
主
税
寮
勘
文

主
税
寮
解
由
續
文
如
何

勘
前
美
作
介
従
五
位
下
橘
朝
臣
則
隆
解
由
事

右
官
宣
、
件
則
隆
任
中
税
帳
勘
済
不
足
之
由
、
宜
勘
申
者
。
檢
案
内
、
前
司
任
終

長
保
五
年
、
當
任
寛
弘
二
三
并
四
ヶ
年
税
帳
未
勘
畢
。
仍
勘
申
。

寛
弘
五
年
十
二
月
廿
九
日

少
属
秦
連
理

權
少
允

⑱
主
計
寮
越
勘
続
文

主
計
寮

勘
前
出
羽
守
橘
朝
臣
行
房
任
帳
未
勘
事

右
官
宣
、
件
行
房
任
帳
勘
否
之
由
、
宜
勘
申
者
。
檢
文
簿
、
前
前
司
守
源
兼
長
任

終
天
喜
五
、
次
守
源
済
頼
任
康
平
元
二
三
四
五
、
次
守
高
橋
明
頼
任
治
暦
四
、
次

守
大
江
親
経
任
延
久
元
二
三
四
五
、
并
十
二
箇
年
帳
未
勘
。
仍
勘
申
。

承
暦
四
年
十
二
月
廿
二
日

笇
師
菅
野

小
允
兼
中
宮
大
属
安
倍

頭
兼
笇
博
士
紀
伊
守
小
槻
宿
祢

大
属
檪
井

⑲
主
税
寮
越
勘
続
文

主
税
寮

勘
出
羽
國
解
文
事

請
殊
蒙

天
恩
因
准
傍
例
被
下

宣
旨
所
司
、
越
勘
前
前
司
源
兼
長
任
終
天
喜

五
、
次
守
源
済
頼
任
康
平
元
二
三
四
五
、
次
守
高
橋
明
頼
任
治
暦
四
、
次
守
大

江
親
経
任
延
久
元
二
三
四
五
、
并
十
二
箇
年
公
文
状

右
官
宣
、
件
國
申
請
、
兼
長
・
済
頼
・
明
頼
・
親
経
等
任
中
公
文
勘
済
不
足
。
明

宜
勘
申
者
。
檢
案
内
、
源
兼
長
任
終
天
喜
五
、
次
守
源
済
頼
任
康
平
元
二
三
四
五
、

次
守
明
頼
任
治
暦
四
、
次
守
大
江
親
経
任
延
久
元
二
三
四
五
、
并
十
二
箇
年
税
帳

未
勘
弁
。
仍
勘
申
。

承
暦
四
年
十
二
月
十
三
日

笇
師
惟
宗

權
少
允
神
服

權
少
属
息
長

⑳
越
勘
宣
旨

越
勘
宣
旨
二
通

應
越
勘
隠
岐
國
前
々
司
藤
原
朝
臣
親
通
任
終
寛
弘
六
、
次
守
藤
原
朝
臣
實
雅
任

同
七
八
長
和
元
并
四
箇
年
公
文
事

右
彼
國
去
九
月
十
日
奏
状
�
、
謹
檢
案
内
、
前
々
司
實
雅
朝
臣
以
寛
弘
七
年
正
月

拜
任
、
以
長
和
三
年
正
月
得
替
解
任
。
任
中
公
文
未
勘
。
仍
雖
加
催
、
空
送
八
箇

年
、
遂
無
心
勘
済
。
抑
諸
國
公
文
勘
畢
有
期
、
格
條
已
存
。
何
況
、
得
替
之
後
二

箇
年
。
此
内
可
勘
公
文
之
由
、
新
制
是
重
。
憲
法
不
全
、
如
忘
朝
章
。
爰
、
時
重

任
中
、
調
庸
殊
勵
忠

、
追
年
究
済
。
而
、
依
前
々
司
實
雅
懈
怠
、
更
可
失
當
任

之
殊
功
。
望
請

天
裁
。
因
准
傍
例
、
被
下

宣
旨
於
諸
國
司
、
将
越
勘
件
年
公

文
者
。
右
中
弁
藤
原
朝
臣
章
信
傳
宣
、
權
大
納
言
藤
原
朝
臣
頼
宗
宣
、
奉

勅
依
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請
者
。治

安
元
年
十
二
月
十
六
日

左
大
史
坂
合
部
奉

辨㉑
越
勘
宣
旨

應
令
越
勘
前
前
司
平
維
盛
任
終
康
平
五
、
次
守
源
成
任
同
六
七
治
暦
元
二
、
次

守
藤
原
季
経
任
同
三
四
延
久
元
并
八
箇
年
公
文
事

右
得
前
駿
河
守
正
五
位
下
平
朝
臣
昌
綱
去
十
月
廿
八
日
奏
状
�
、
謹
檢
案
内
、
此

國
凋
弊
難
治
之
境
、
其
一
也
。
而
莅
境
之
始
、
強
廻
治
術
、
調
庸
租
税
合
期
進
済
。

當
任
公
文
之
處
、
前
司
依
懈
怠
、
忘
當
任
之
勤
。
如
此
國
、
前
司
未
勘
時
、
蒙
越

勘

宣
旨
、
勘
済
公
文
、
先
跡
已
存
、
不
遑
毛
擧
。
望
請

天
恩
。
因
准
傍
例
、

被
下

宣
旨
於
所
司
、
越
勘
件
年
々
公
文
者
。
左
少
弁
藤
原
朝
臣
通
俊
傳
宣
、
權

中
納
言
源
朝
臣
資
綱
宣
、
奉

勅
依
請
者
。

承
保
二
年
十
二
月
廿
日

右
少
史
惟
宗

奉

㉒
越
勘
解
文

越
勘
國
解

出
羽
國
司
解

申
請

官
裁
事

請
殊
蒙

天
恩
、
因
准
傍
例
、
被
下

宣
旨
所
司
、
越
勘
前
前
司
源
兼
長
任
終

天
喜
伍
、
次
守
源
済
頼
任
康
平
元
二
三
四
五
、
次
守
高
橋
明
頼
任
治
暦
四
、
次

守
大
江
親
経
任
延
久
元
二
三
四
五
并
拾
貮
箇
年
公
文
状

右
謹
檢
案
内
、
行
房
者
承
保
二
年
潤
四
月
七
日
、
拜
任
當
國
守
。
着
任
之
後
、
殊

廻
治
略
、
調
庸
租
税
、
任
中
進
済
。
今
擬
勘
済
公
文
之
處
、
件
四
代
吏
頻
雖
相
催
、

徒
送
年
月
、
無
心
勘
済
。
因
茲
所
司
勘
發
云
、
非
蒙

宣
旨
、
輙
難
越
勘
者
。
合

期
之
勤
、
可
致
乖
違
。
何
依
前
吏
之
懈
怠
、
空
失
當
任
之
勤

哉
。
望
請

天
恩
。

因
准
傍
例
、
被
下

宣
旨
於
所
司
、
越
勘
彼
年
年
公
文
者
、
将
勤
當
任
勘
済
之
煩

矣
。
仍
注
事
状
、
謹
解
。

承
暦
三
年
七
月
三
日

目
闕

従
五
位
下
行
守
橘
朝
臣

掾
闕

介
闕

註
釈
編

⑪
班
符
続
文

班
符
續
文

民
部
省

⑴

⑵

勘
申
攝
津
國
校
田
・
授
口
帳
下
否
事

⑶

⑷

⑸

右
官
宣
、
件
國
校
田
・
授
口
帳
下
否
之
由
、
宜
勘
申
者
。
檢
文
簿
、
去
應
德
元
年

⑹

十
月
十
三
日
同
官
下
省
、
同
年
十
月
廿
日
校
田
・
授
口
帳
下
主
税
寮
、
同
月
廿
八

⑺

日
續
勘
文
進
省
、
同
年
十
一
月
五
日
副
授
口
帳
下
主
計
寮
既
畢
。
仍
勘
申
。

康
和
元
年
十
二
月
十
日

少
録
中
原

少
丞
橘

【
校
訂
註
】

⑴

田
…
「
由
」〔「
田
」
と
朱
傍
書
〕（
伴
）

⑵

授
…
「
校
」（
葉
）

⑶

口
…
脱
〔「
口
」
を
補
〕（
紅
）

⑷

否
…
「
杏
」〔「
否
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑸

去
…
「
𠮷
」（
紅
）、「
言
」〔「
去
」
と
傍
書
〕（
伴
）
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⑹

授
口
…
脱
〔「
授
口
」
を
補
〕（
東
）

⑺

副
…
「
制
」〔「
副
」
と
傍
書
〕（
伴
）

【
書
き
下
し
】

⑴班
符
続
文

民
部
省

⑵

摂
津
国
校
田
・
授
口
帳
を
下
す
や
否
や
を
勘
申
す
る
事

右
官
宣
す
ら
く
、
件
の
国
の
校
田
・
授
口
帳
を
下
す
や
否
や
の
由
、
宜
し
く
勘
申

⑶

（
一
〇
八
四
）

す
べ
し
、
て
へ
り
。
文
簿
を
検
ず
る
に
、
去
る
応
徳
元
年
十
月
十
三
日
同
官
省
に

下
し
、
同
年
十
月
廿
日
校
田
・
授
口
帳
主
税
寮
に
下
し
、
同
月
廿
八
日
勘
文
を
続

ぎ
省
に
進
ら
せ
、
同
年
十
一
月
五
日
授
口
帳
を
副
へ
主
計
寮
に
下
す
こ
と
既
に
畢

ぬ
。
仍
て
勘
申
す
。

（
一
〇
九
九
）

⑷

康
和
元
年
十
二
月
十
日

少
録
中
原

⑸少
丞
橘

【
註
】

⑴

班
符

諸
国
か
ら
の
校
田
結
果
の
言
上
を
受
け
て
、
太
政
官
が
下
す
班
給
を

許
可
す
る
官
符
。
延
喜
式
で
は
「
報
符
」
の
名
で
現
れ
る
。

⑵

校
田
・
授
口
帳

校
田
帳
と
授
口
帳
の
総
称
。
校
田
帳
は
各
国
の
総
田
数
や

田
種
別
の
田
数
を
記
し
た
帳
簿
、
授
口
帳
は
授
田
す
べ
き
戸
口
数
を
男
女
別

に
記
載
し
た
帳
簿
と
考
え
ら
れ
る
（
三
谷
芳
幸
「
律
令
国
家
と
校
班
田
」

『
律
令
国
家
と
土
地
支
配
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
、
初
出
二
〇
〇
九
）。

⑶

文
簿

記
録
な
ど
を
書
き
と
ど
め
る
た
め
の
帳
面
。
記
録
簿
。
帳
簿
。
官
司

ご
と
に
存
在
し
た
と
推
測
さ
れ
、
こ
こ
で
は
民
部
省
に
保
管
さ
れ
て
い
た
記

録
簿
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑷

少
録
中
原

未
詳
。

⑸

少
丞
橘

未
詳
。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
は
、
摂
津
国
の
国
司
の
租
帳
勘
済
手
続
き
に
お
い
て
、
同
国
か
ら
進
上

さ
れ
た
校
田
帳
・
授
口
帳
が
民
部
省
勘
会
を
経
た
か
否
か
を
太
政
官
が
民
部
省
に

下
問
し
、
民
部
省
が
そ
の
勘
申
結
果
を
報
告
し
た
、
民
部
省
勘
文
で
あ
る
。
題
に

あ
る
班
符
続
文
と
は
、
班
符
に
関
す
る
続
文
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
本
文
書

に
は
「
班
符
」
の
語
は
な
く
、
別
の
文
書
に
貼
り
継
が
れ
た
と
い
う
形
跡
も
な
い
。

『
群
載
』
編
纂
段
階
で
は
班
符
未
給
に
関
わ
る
続
文
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

題
が
付
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

校
田
帳
・
授
口
帳
の
民
部
省
勘
会
は
、
班
田
手
続
き
、
ひ
い
て
は
租
帳
勘
済
に

必
要
な
手
続
き
で
あ
る
。
班
田
手
続
き
は
律
令
に
、
正
月
三
十
日
ま
で
に
太
政
官

へ
上
申
す
る
こ
と
、
十
月
一
日
か
ら
京
国
官
司
が
校
勘
造
簿
を
行
う
こ
と
、
十
一

月
一
日
か
ら
二
月
三
十
日
の
間
に
給
授
を
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
田
令

２３
班
田
条
）。
ま
た
延
喜
式
に
は
、
�
国
司
が
班
田
の
年
に
至
っ
て
国
内
の
田
を

校
定
す
る
こ
と
、
�
そ
の
結
果
で
あ
る
校
田
帳
を
授
口
帳
と
共
に
言
上
す
る
こ
と
、

�
太
政
官
か
ら
報
符
を
受
け
て
十
月
か
ら
班
給
を
開
始
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

い
る
（
延
喜
民
部
式
上
１２３
班
田
条
）。
延
喜
式
に
は
他
に
、
諸
国
か
ら
進
上
さ
れ

た
校
田
帳
・
授
口
帳
が
太
政
官
か
ら
民
部
省
に
下
さ
れ
る
と
、
前
班
田
帳
と
比
較

し
て
乗
田
数
が
減
っ
て
い
れ
ば
不
課
分
を
割
い
て
補
う
こ
と
（
延
喜
民
部
式
上
１２４

校
田
授
口
帳
条
）、
前
の
校
田
帳
と
比
較
し
て
田
数
が
減
っ
て
い
れ
ば
帳
簿
を
返

却
す
る
こ
と
（
延
喜
民
部
式
上
１２５
校
田
返
帳
条
）、
大
帳
と
授
口
帳
で
男
の
数
が

同
じ
で
な
け
れ
ば
帳
簿
を
返
却
す
る
こ
と
（
延
喜
民
部
式
上
１２６
受
口
返
帳
条
）
が

規
定
さ
れ
て
お
り
、
�
と
�
の
間
に
あ
る
民
部
省
勘
会
の
内
容
を
示
し
て
い
る
。
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さ
ら
に
報
符
（
班
符
）
に
つ
い
て
は
、
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
の
備
後
国
の
例
か

ら
、
実
際
に
は
太
政
官
か
ら
民
部
省
に
下
さ
れ
、
国
に
は
省
符
の
形
で
出
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
（『
三
実
』
元
慶
三
年
五
月
二
十
三
日
条
）。
こ
の
例
か
ら
は
、

ま
た
、
省
符
が
民
部
省
で
新
た
に
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
校
田
帳
・
授
口

帳
に
貼
り
継
ぎ
を
施
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
国
が
提
出
し
た
校

田
帳
・
授
口
帳
は
民
部
省
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
本
文
書
に

記
載
さ
れ
る
文
書
の
移
動
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
校
田
帳
・
授
口
帳
は
主
計
寮
で

保
管
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

班
田
に
は
、
口
分
田
の
班
給
を
行
う
土
地
分
配
機
能
と
、
田
主
・
田
種
・
田
積

な
ど
を
改
め
て
確
認
・
登
録
す
る
土
地
認
定
機
能
と
い
う
二
つ
の
面
が
存
在
し
た
。

そ
れ
に
加
え
て
、
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
に
、
班
田
勤
行
に
従
わ
な
い
国
司
は
処

罰
を
受
け
、
租
帳
を
拘
勘
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
公
文
勘
会
に
お
け
る
重
要

な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
（『
三
代
格
』
巻
十
五
・
延
喜
二
年
三
月
十
三
日

太
政
官
符
）。
そ
の
た
め
、
恐
ら
く
十
世
紀
中
葉
に
校
田
帳
の
進
官
と
そ
れ
を
受

け
た
班
符
の
下
給
と
い
う
班
田
手
続
き
が
履
行
不
能
に
な
っ
た
後
も
、
租
帳
を
勘

済
す
る
た
め
の
役
割
は
存
続
し
た
。

班
田
手
続
き
が
履
行
さ
れ
な
く
な
っ
て
以
降
の
租
帳
勘
済
で
は
、
ま
ず
国
司
が

班
符
国
解
と
呼
ば
れ
る
文
書
を
太
政
官
に
進
上
す
る
。
こ
れ
は
、
校
田
帳
を
進
上

し
た
も
の
の
班
符
が
下
さ
れ
ず
、
租
帳
の
勘
済
が
で
き
な
い
た
め
、
宣
旨
を
下
し

て
勘
済
で
き
る
よ
う
申
請
し
た
も
の
で
、
次
の
�
文
書
に
相
当
す
る
。
太
政
官
は

申
請
を
受
け
て
、
民
部
省
に
国
解
を
下
し
、
過
去
に
校
田
帳
が
民
部
省
に
下
さ
れ

て
い
る
か
否
か
、
主
税
・
主
計
寮
の
勘
会
を
経
て
い
る
か
否
か
を
勘
申
さ
せ
る
。

こ
の
勘
申
結
果
が
、
本
文
書
に
該
当
す
る
。
勘
申
を
経
た
国
解
は
公
卿
聴
政
に
か

け
ら
れ
、
裁
可
さ
れ
る
と
民
部
省
に
班
符
宣
旨
が
下
さ
れ
る
。
こ
の
宣
旨
は
班
符

を
保
留
に
し
た
ま
ま
勘
済
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
、
⑬
文
書
に
相
当
す
る
。

そ
し
て
民
部
省
が
国
に
省
符
を
送
り
、
租
帳
勘
済
が
完
了
す
る
。

本
文
書
は
康
和
元
年
（
一
〇
九
九
）
に
作
成
さ
れ
た
。
当
時
の
摂
津
国
守
は
承

徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
よ
り
任
に
あ
っ
た
藤
原
家
貞
で
あ
る
。
家
貞
の
離
任
時
期

は
明
確
で
な
い
が
、
康
和
二
年
に
藤
原
説
房
が
権
守
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
家
貞
の
任
終
年
に
あ
た
り
租
帳
勘
済
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
家
貞
は
任
期
を
終
え
る
に
際
し
租
帳
勘
済
を
行
お
う
と
し
た
が
、
班

符
が
下
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
勘
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
班
符

未
給
の
ま
ま
租
帳
勘
済
す
る
こ
と
を
申
請
し
、
そ
れ
を
受
け
た
太
政
官
が
摂
津
国

の
校
田
帳
・
授
口
帳
が
勘
会
を
経
て
い
る
か
否
か
を
民
部
省
に
下
問
し
た
。
そ
の

結
果
、
本
文
書
に
あ
る
よ
う
に
、
民
部
省
は
応
徳
元
年
（
一
〇
八
四
）
の
勘
会
の

記
録
を
勘
申
し
た
。
こ
の
後
、
摂
津
国
の
租
帳
勘
済
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
文

書
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
校
田
帳
・
授
口
帳
が
勘
会
を
経
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
班
符
未
給
の
ま
ま
租
帳
勘
済
す
る
旨
の
宣
旨
が
出
さ
れ
、
勘
済
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
畿
内
で
は
元
慶
年
間
を
最
後
に
班
田
は
見
ら

れ
な
く
な
る
た
め
、
こ
の
時
期
に
校
田
帳
の
進
官
が
行
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難

く
、
三
谷
氏
は
以
下
の
三
つ
の
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
遥
か

以
前
に
進
官
さ
れ
た
校
田
帳
が
必
要
に
応
じ
て
何
度
も
勘
会
に
供
さ
れ
た
可
能
性
、

②
こ
の
時
期
に
至
っ
て
も
国
司
か
ら
例
外
的
に
校
田
帳
が
進
官
さ
れ
る
場
合
が

あ
っ
た
可
能
性
（
た
だ
し
内
容
は
過
去
の
引
き
写
し
と
考
え
ら
れ
る
）、
③
中
央

政
府
の
も
と
で
新
た
に
校
田
帳
が
作
成
さ
れ
た
可
能
性
（
た
だ
し
こ
の
場
合
も
過

去
の
引
き
写
し
と
考
え
ら
れ
る
）、
で
あ
る
（
三
谷
芳
幸
「
班
符
と
租
帳
」『
律
令

国
家
と
土
地
支
配
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
、
初
出
二
〇
〇
六
）。
し
か
し
、

い
ず
れ
の
可
能
性
に
お
い
て
も
校
田
帳
の
内
容
が
実
態
に
即
し
て
い
た
と
は
考
え

ら
れ
ず
、
過
去
の
あ
る
時
点
で
作
成
さ
れ
た
校
田
帳
が
民
部
省
勘
会
に
付
さ
れ
て

い
た
否
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
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本
文
書
も
摂
津
国
の
租
帳
勘
済
に
あ
た
り
、
形
式
的
な
民
部
省
勘
会
の
事
実
確
認

を
行
っ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
な
お
、
本
文
書
で
民
部
省
が
勘
申
し
た
勘

会
の
記
録
は
応
徳
元
年
の
も
の
で
あ
り
、
康
和
元
年
か
ら
数
え
る
と
十
五
年
前
の

記
録
と
な
る
た
め
、
十
二
年
一
班
の
原
則
に
合
致
し
な
い
。
十
一
世
紀
末
の
摂
津

国
に
お
い
て
は
、
形
式
的
な
校
田
帳
・
授
口
帳
の
進
上
さ
え
も
延
引
し
て
い
た
状

況
が
う
か
が
え
る
。

【
関
連
史
料
】

延
喜
民
部
式
上
１２３
班
田
・
１２４
校
田
授
口
・
１２５
校
田
返
帳
・
１２６
受
口
返
帳
条

【
参
考
文
献
】

彌
永
貞
三
「
班
田
手
続
と
校
班
田
図
」（『
日
本
古
代
の
政
治
と
史
料
』、
高
科
書

店
、
一
九
八
八
、
初
出
一
九
七
九
）、
田
中
禎
昭
「『
諸
国
校
田
』
の
成
立
」（『
史

苑
』
六
七
―

一
、
二
〇
〇
六
）、
三
谷
芳
幸
「
班
符
と
租
帳
」「
律
令
国
家
と
校

班
田
」（『
律
令
国
家
と
土
地
支
配
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
、
初
出
二
〇
〇
六
、

二
〇
〇
九
）

（
林

奈
緒
子
）

⑫
班
符
国
解

班
符
國
解

山
城
國
雜
掌
秦
成
安
解

申
請

官
裁
事

⑴

⑵

⑶

請
被
因
准
傍
例
、
被
下

宣
旨
於
所
司
、
班
符
未
下
間
、
暫
置
勘
出
、
勘
済
前

⑷

⑸

⑹

⑺

司
任
終
長
保
三
、
當
任
同
四
五
寛
弘
元
、
并
四
箇
年
租
帳
状

⑻

⑼

⑽

右
謹
檢
案
内
、
此
國
校
田
・
授
口
帳
、
令
勘
造
、
進
官
已
了
。
即
請
官
省
外
題
、

⑾

欲
勘
済
之
處
、
主
税
寮
勘
返
云
、
班
符
未
下
之
間
、
租
帳
非
蒙

宣
旨
、
輙
難
勘

⑿

⒀

⒁

⒂

済
者
。
雜
掌
徒
抱
公
文
、
辛
苦
寮
底
。
望
請

官
裁
。
被
下

宣
旨
於
所
司
、
班

⒃

⒄

⒅

⒆

⒇

符
未
下
間
、
暫
置
勘
出
、
件
年
々
租
帳
、
将
省
公
文
之
煩
。
仍
録
事
状
、
謹
解
。

21

寛
弘
二
年
十
二
月
十
三
日

山
城
國
雜
掌
秦
成
安

【
校
訂
註
】

⑴

宣
旨
…
闕
字
せ
ず
（
伴
・
大
）

⑵

間
…
「
向
」（
底
・
葉
・
紅
・
東
）、「
向
」〔「
間
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑶

置
…
「
景
」（
底
・
葉
・
紅
・
東
）、「
景
」〔「
置
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑷

司
…
「
日
」〔「
司
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⑸

任
…
「
住
」〔「
任
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑹

終
…
脱
（
底
・
葉
）、「
修
」（
紅
）、「
修
ヵ
」〔「
終
」
と
重
書
〕（
東
）、

「
修
」〔「
終
」
と
朱
傍
書
〕（
伴
）

⑺

租
…
「
祖
」（
底
・
葉
・
紅
）、「
祖
」〔「
租
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑻

校
…
「
検
」（
紅
）、「
授
」（
東
）

⑼

令
…
「
令
」〔「
合
期
」
と
朱
傍
書
〕（
伴
）、「
合
期
」（
大
）
↓
補
註

⑽

進
…
脱
〔「
進
」
と
補
〕（
東
）

⑾

租
…
「
祖
」（
底
・
葉
・
紅
・
東
）

⑿

徒
…
「
従
」〔「
徒
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⒀

辛
…
「
章
」（
紅
）、「
章
」〔「
辛
」
と
傍
訂
〕（
東
）、「
章
」〔「
辛
」
と
傍

書
〕（
伴
）

⒁

官
裁
…
闕
字
せ
ず
（
伴
）

⒂

宣
旨
…
闕
字
せ
ず
（
葉
・
紅
・
東
・
伴
）

⒃

置
…
「
景
」（
紅
）、「
景
」〔「
置
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⒄

出
…
「
出
」〔
下
に
「
勘
済
」
と
補
〕（
伴
・
大
）
↓
補
註

⒅

租
…
「
祖
」（
底
・
葉
・
紅
・
東
）
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⒆

之
…
脱
（
底
）

⒇

煩
…
「
領
」（
紅
・
東
）、「
領
」〔「
煩
」
と
傍
書
〕（
伴
）

21

三
…
「
三
」〔「
二
」
と
傍
訂
〕（
伴
）、「
二
」（
大
）

補
註「

令
勘
造
」
と
「
件
年
々
租
帳
」
に
つ
い
て
、
本
文
書
と
同
種
の
国
解
を
引
く

『
要
略
』
巻
五
十
七
・
交
替
雑
事
の
永
延
三
年
（
九
八
九
）
十
月
二
十
三
日
宣

旨
・
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
十
二
月
二
十
五
日
宣
旨
、『
符
宣
抄
』
第
八
・
勘

出
事
の
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
十
月
二
十
六
日
宣
旨
（
い
ず
れ
も
国
史
大
系

本
）
で
は
「
合
期
勘
造
」、「
勘
済
件
年
々
（
年
）
租
帳
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、

定
型
文
言
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
文
書
に
お
い
て
は
伴
本
と
大
系

本
を
除
く
全
て
の
写
本
で
「
令
勘
造
」、「
件
年
々
租
帳
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に

加
え
、
大
系
本
の
頭
書
に
よ
れ
ば
、
長
保
三
年
宣
旨
の
語
句
は
、
底
本
と
し
た
大

阪
商
科
大
学
所
蔵
福
田
文
庫
本
に
「
令
勘
期
」
と
あ
っ
た
も
の
を
図
書
寮
本
に
よ

り
改
め
、
ま
た
「
勘
済
」
も
同
じ
図
書
寮
本
の
傍
朱
書
に
よ
り
補
っ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
定
型
文
言
に
は
従
わ
ず
、
底
本
に
従
っ
た
。

【
書
き
下
し
】

⑴班
符
国
解

⑵

⑶

山
城
国
雑
掌
秦
成
安
解
し

申
し
請
ふ

官
裁
の
事

⑷

傍
例
に
因
准
し
、
宣
旨
を
所
司
に
下
さ
れ
、
班
符
未
だ
下
ら
ざ
る
間
、
暫
く
勘

⑸

（
一
〇
〇
一
）

⑹

（
一
〇
〇
二
〜
一
〇
〇
四
）

出
に
置
き
、
前
司
任
終
長
保
三
、
当
任
同
四
五
寛
弘
元
、
并
せ
て
四
箇
年
の
租

帳
を
勘
済
せ
ら
れ
む
こ
と
を
請
ふ
状

⑺

右
謹
み
て
案
内
を
検
ず
る
に
、
此
の
国
校
田
・
授
口
帳
、
勘
造
せ
し
め
、
官
に
進

⑻

ら
す
こ
と
已
に
了
ぬ
。
即
ち
官
省
の
外
題
を
請
け
、
勘
済
せ
む
と
欲
す
る
の
処
、

主
税
寮
勘
返
し
て
云
へ
ら
く
、
班
符
未
だ
下
ら
ざ
る
の
間
、
租
帳

宣
旨
を
蒙
る

⑼

に
非
ず
は
、
輙
く
勘
済
し
難
し
、
て
へ
り
。
雑
掌
徒
ら
に
公
文
を
抱
へ
、
寮
底
に

辛
苦
す
。
望
み
請
ふ
ら
く
は

官
裁
を
。

宣
旨
を
所
司
に
下
さ
れ
、
班
符
未
だ

下
ら
ざ
る
間
、
暫
く
勘
出
に
置
き
、
件
の
年
々
の
租
帳
、
将
に
公
文
の
煩
を
省
か

む
と
す
。
仍
て
事
状
を
録
し
、
謹
み
て
解
す
。

（
一
〇
〇
五
）

寛
弘
二
年
十
二
月
十
三
日

山
城
国
雑
掌
秦
成
安

【
註
】

⑴

班
符

�
文
書
註
⑴
参
照
。

⑵

国
雑
掌

諸
国
の
実
務
に
た
ず
さ
わ
る
下
級
役
人
。
も
と
は
四
度
使
に
随
行

し
て
上
京
し
、
公
文
勘
会
に
立
ち
会
う
役
目
を
担
っ
た
が
（
延
喜
太
政
官
式

１３９
公
文
進
官
条
・
延
喜
民
部
式
下
１７
不
得
勘
会
条
）、
や
が
て
使
の
随
行
で

は
な
く
使
そ
の
も
の
の
職
務
を
代
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
諸
国
か
ら

の
貢
進
物
の
納
入
に
お
い
て
文
書
手
続
き
を
担
当
し
た
。
十
一
世
紀
以
降
、

主
に
封
戸
物
の
徴
収
・
納
入
な
ど
の
責
任
者
と
し
て
現
れ
、「
某
成
安
」
と

い
う
仮
名
が
用
い
ら
れ
る
。

⑶

秦
成
安

未
詳
。
雑
掌
の
職
名
は
冠
し
て
い
な
い
が
、
④
文
書
に
も
同
名
の

人
物
が
見
え
る
。
某
成
安
は
雑
掌
の
仮
名
と
し
て
使
わ
れ
る
（
⑬
文
書
の

「
越
後
雑
掌
秦
成
安
」、『
群
載
』
巻
二
十
七
の
「
加
賀
国
雑
掌
江
沼
成
安
」・

「
摂
津
国
前
雑
掌
津
成
安
」
な
ど
）
が
、
本
文
書
に
見
え
る
の
が
初
例
で
あ

る
。
姓
は
国
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
本
文
書
の
山
城
に
お
い

て
は
秦
姓
以
外
に
狛
姓
（
康
和
三
年
〈
一
一
〇
一
〉
十
一
月
十
九
日
山
城
国

雑
掌
狛
成
安
解
〈
平
―

一
四
六
六
〉）
が
存
在
す
る
（
松
崎
英
一
「
国
雑
掌

の
研
究
」『
九
州
史
学
』
三
七
―

三
九
合
併
号
、
一
九
六
七
）。

⑷

勘
出
に
置
き

勘
出
と
は
、
勘
査
の
結
果
、
非
違
や
誤
失
と
認
め
て
摘
出
す
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る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
特
に
公
文
勘
会
に
お
い
て
、
主
計
寮
や
主
税
寮
で

の
勘
会
の
結
果
、
内
容
の
一
部
に
承
認
を
与
え
な
い
こ
と
を
指
し
、
ま
た
、

そ
こ
か
ら
転
じ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
填
納
を
命
じ
る
こ
と
を
指
す
。
特
に

「
置
勘
出
」
の
表
現
で
、
前
司
勘
出
分
を
保
留
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と

考
え
ら
れ
る
（
虎
尾
俊
哉
「
延
喜
主
税
式
勘
税
帳
条
の
研
究
」『
弘
前
大
学

国
史
研
究
』
一
二
、
一
九
五
八
）。
本
文
書
に
お
い
て
は
、
班
符
が
未
給
で

あ
る
と
い
う
勘
会
上
の
不
備
を
、
暫
定
的
に
保
留
扱
い
に
す
る
意
味
に
解
さ

れ
る
（
三
谷
芳
幸
「
班
符
と
租
帳
」『
律
令
国
家
と
土
地
支
配
』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
三
、
初
出
二
〇
〇
六
）。

⑸

前
司

藤
原
宣
孝
、
あ
る
い
は
平
親
信
。
⑥
文
書
註
⑸
・
⒀
参
照
。
宣
孝
は

長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
に
山
城
守
在
任
中
に
死
去
し
、
親
信
は
そ
の
卒
替

と
し
て
同
年
七
月
十
三
日
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑹

当
任

藤
原
孝
忠
。
⑥
文
書
註
⒆
参
照
。

⑺

校
田
・
授
口
帳

⑪
文
書
註
⑵
参
照
。

⑻

外
題

解
・
解
状
な
ど
の
上
申
文
書
の
袖
・
奥
ま
た
は
裏
に
、
文
書
受
理
者

が
申
請
の
趣
意
を
認
可
す
る
旨
の
文
言
を
記
入
し
た
も
の
。

⑼

雑
掌
…
辛
苦
す

班
符
国
解
に
使
わ
れ
る
定
型
文
言
。
雑
掌
が
勘
会
の
た
め

に
租
帳
を
携
え
て
主
税
寮
に
赴
く
が
、
勘
済
の
措
置
が
行
わ
れ
な
い
た
め
、

主
税
寮
の
官
衙
に
お
い
て
困
苦
し
て
い
る
様
を
表
し
た
も
の
。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
は
、
租
帳
勘
済
に
必
要
な
宣
旨
を
申
請
す
る
、
山
城
国
か
ら
の
解
状
で

あ
る
。
題
に
あ
る
班
符
国
解
と
は
、
班
符
宣
旨
を
得
る
た
め
の
国
解
を
意
味
す
る
。

十
世
紀
、
班
田
勤
行
は
租
帳
勘
済
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
し

か
し
そ
の
後
、
国
司
が
校
田
帳
・
授
口
帳
を
進
官
し
、
太
政
官
か
ら
の
班
符
を
受

け
て
班
田
を
開
始
す
る
、
と
い
う
手
続
き
は
履
行
不
能
に
な
り
、
形
式
的
な
校
田

帳
・
授
口
帳
の
進
官
↓
民
部
省
で
の
形
式
的
な
勘
会
↓
下
給
さ
れ
な
い
班
符
を
保

留
に
し
て
宣
旨
を
下
す
、
と
い
う
手
続
き
に
よ
っ
て
租
帳
勘
済
を
行
う
よ
う
変
化

し
た
（
�
文
書
の
【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】
参
照
）。

本
文
書
は
民
部
省
で
の
勘
会
と
宣
旨
の
下
給
の
間
で
、
班
符
の
保
留
と
宣
旨
の

下
給
を
求
め
た
山
城
国
の
解
状
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
手
続
き
の
流
れ

を
見
て
い
く
と
、
ま
ず
校
田
帳
・
授
口
帳
の
進
官
が
あ
り
、
そ
の
後
に
、
官
省
の

外
題
を
得
て
租
帳
の
勘
済
を
し
た
い
と
い
う
国
か
ら
の
申
請
が
な
さ
れ
る
。
し
か

し
、
班
符
が
下
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
は
租
帳
の
勘
済
は
で
き
な
い
と
主
税
寮
か

ら
国
に
通
達
さ
れ
、
国
は
改
め
て
、
班
符
を
保
留
に
し
て
租
帳
を
勘
済
で
き
る
よ

う
宣
旨
を
下
し
て
ほ
し
い
、
と
太
政
官
に
国
解
を
提
出
す
る
、
と
い
う
流
れ
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、「
請
官
省
外
題
」
に
つ
い
て
は
、
延
喜
太
政
官
式
１３９

公
文
進
官
条
の
条
文
か
ら
、
租
帳
を
勘
済
し
た
い
旨
の
解
文
が
国
か
ら
太
政
官
と

民
部
省
に
提
出
さ
れ
、
そ
の
解
文
に
外
題
が
付
さ
れ
る
、
と
い
う
手
続
き
が
行
わ

れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

本
文
書
の
後
の
流
れ
と
し
て
は
、
ま
ず
、
本
文
書
を
受
け
て
、
太
政
官
か
ら
校

田
帳
・
授
口
帳
が
下
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
民
部
省
で
勘
申
す
る
（
こ
の
結
果
が

�
文
書
に
相
当
）。
下
さ
れ
て
い
れ
ば
、
国
解
は
公
卿
聴
政
に
付
さ
れ
る
。
そ
し

て
裁
可
が
下
り
る
と
太
政
官
か
ら
民
部
省
に
宣
旨
を
下
す
旨
の
班
符
宣
旨
（
�
文

書
に
相
当
）
が
下
さ
れ
、
民
部
省
か
ら
山
城
国
に
省
符
が
出
さ
れ
て
、
租
帳
勘
済

（
マ
マ
）

が
可
能
と
な
る
。
公
卿
聴
政
で
裁
可
さ
れ
た
文
書
と
し
て
、
永
延
三
年
（
永
延
三

年
〈
九
八
九
〉
八
月
八
日
に
永
祚
に
改
元
）（
尾
張
）、
長
保
三
年
（
備
前
）、
寛

弘
八
年
（
摂
津
）
が
存
在
す
る
。

本
文
書
に
つ
い
て
、
租
帳
勘
済
は
基
本
的
に
国
司
の
任
終
年
あ
る
い
は
得
替
後

に
行
わ
れ
る
。
当
任
で
あ
る
藤
原
孝
忠
は
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
七
月
二
十
九
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日
に
山
城
国
の
「
大
介
」
と
し
て
現
れ
る
（
平
―

四
四
〇
）
が
、
本
文
書
に
よ
れ

ば
寛
弘
二
年
が
任
終
年
で
あ
り
、
任
期
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
租
帳
の
勘
済
を
行

お
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【
関
連
史
料
】

�
文
書
、『
要
略
』
巻
五
十
七
・
交
替
雑
事
、『
符
宣
抄
』
第
八
・
勘
出
事

【
参
考
文
献
】

彌
永
貞
三
「
班
田
手
続
と
校
班
田
図
」（『
日
本
古
代
の
政
治
と
史
料
』、
高
科
書

店
、
一
九
八
八
、
初
出
一
九
七
九
）、
田
中
禎
昭
「『
諸
国
校
田
』
の
成
立
」（『
史

苑
』
六
七
―
一
、
二
〇
〇
六
）、
三
谷
芳
幸
「
班
符
と
租
帳
」「
律
令
国
家
と
校
班

田
」（『
律
令
国
家
と
土
地
支
配
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
、
初
出
二
〇
〇
六
、

二
〇
〇
九
）

（
林

奈
緒
子
）

⑬
班
符
宣
旨

班
符
宣
旨
〈
付
省
奉
行
〉

⑴

⑵

⑶

應
班
符
未
下
間
、
暫
置
勘
出
、
勘
済
前
司
橘
朝
臣
為
仲
任
終
延
久
四
、
當
任
同

⑷

⑸

五
、
承
保
元
二
三
、
承
暦
元
二
三
并
八
箇
年
租
帳
事

右
得
越
後
雜
掌
秦
成
安
去
七
月
十
日
解
状
�
、
謹
檢
案
内
、
此
國
校
田
授
口
帳
、

⑹

⑺

合
期
勘
造
、
進
官
已
了
。
爰
相
待
報
符
之
間
、
空
送
年
月
。
方
今
件
租
帳
、
請
官

⑻

⑼

⑽

省
外
題
勘
済
之
處
、
主
税
寮
勘
返
云
、
班
符
未
下
之
間
、
租
帳
非
蒙

宣
旨
、
輙

⑾

⑿

⒀

難
勘
済
者
。
雜
掌
徒
抱
公
文
、
辛
苦
寮
底
。
望
請

官
裁
。
因
准
先
例
、
被
下

⒁

⒂

⒃

宣
旨
於
所
司
、
班
符
未
下
之
間
、
暫
置
勘
出
、
勘
済
件
年
々
租
帳
、
将
省
勘
済
公

⒄

⒅

文
之
煩
者
。
權
左
中
辨
大
江
朝
臣
匡
房
傳
宣
、
權
中
納
言
源
朝
臣
経
信
宣
、
依
請

者
。

⒆
承
暦
四
年
十
月
三
日

右
少
史
小
野

⒇

奉
行

少
録
紀
行
職
申
〈
同
年
同
月
十
四
日
〉

大
輔
藤
原
朝
臣

大
丞
藤
原
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權
大
輔
源
朝
臣

菅
原

少
輔
源
朝
臣

少
丞
藤
原

【
校
訂
註
】

⑴

置
…
「
景
」（
紅
）、「
景
」〔「
置
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑵

終
…
「
修
」〔「
終
」
と
傍
書
〕（
葉
）

⑶

延
…
「
造
」〔「
延
」
と
傍
書
〕（
葉
）

⑷

暦
…
「
厂
」（
伴
）

⑸

租
…
「
祖
」（
底
・
葉
・
紅
・
東
・
伴
）

⑹

符
…
「
苻
」〔「
符
」
と
朱
傍
書
〕（
伴
）

⑺

租
…
「
祖
」（
底
・
葉
・
紅
・
東
）、「
祖
」〔「
租
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑻

省
…
「
省
」〔「
者
」
と
朱
傍
訂
〕（
伴
）

⑼

租
…
「
祖
」（
底
・
葉
・
紅
・
東
・
伴
）

⑽

輙
…
「
赴
」〔「
輙
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⑾

徒
…
「
従
」〔「
徒
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑿

辛
…
「
章
」（
紅
）、「
章
」〔「
辛
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⒀

官
裁
…
闕
字
せ
ず
（
伴
）

⒁

宣
旨
…
闕
字
せ
ず
（
紅
・
東
・
伴
・
大
）

⒂

置
…
「
景
」（
紅
）、「
景
」〔「
置
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⒃

租
…
「
祖
」（
底
・
葉
・
紅
・
東
・
伴
）

⒄

匡
…
「
匡
」〔「
匡
」
と
傍
書
〕（
伴
）
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⒅

傳
…
「
得
」〔「
傳
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⒆

暦
…
墨
書
「
厂
」
の
中
に
「

」
を
朱
書
（
伴
）

⒇

同
年
同
月
十
四
日
…
「
同
年
八
月
十
四
日
」（
葉
）、「
同
年
四
月
十
四
日
」

〔「
四
」
を
「
同
」
と
朱
傍
訂
〕（
伴
）
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菅
原
…
「
菅
原
朝
臣
」（
伴
）

【
書
き
下
し
】

班
符
宣
旨
〈
省
の
奉
行
を
付
す
〉

⑴

⑵

応
に
班
符
未
だ
下
ら
ざ
る
間
、
暫
く
勘
出
に
置
き
、
前
司
橘
朝
臣
為
仲
の
任
終

（
一
〇
七
二
）

⑶

（
一
〇
七
三
）
（
一
〇
七
四
〜
一
〇
七
六
）

（
一
〇
七
七
〜
一
〇
七
九
）

延
久
四
、
当
任
同
五
、
承
保
元
二
三
、
承
暦
元
二
三
并
せ
て
八
箇
年
の
租
帳
を

勘
済
す
べ
き
事

⑷

右
越
後
雑
掌
秦
成
安
去
る
七
月
十
日
解
状
を
得
る
に
�
へ
ら
く
、
謹
み
て
案
内
を

⑸

検
ず
る
に
、
此
の
国
の
校
田
・
授
口
帳
、
合
期
勘
造
し
、
官
に
進
ら
す
こ
と
已
に

⑹

了
ぬ
。
爰
に
報
符
を
相
待
つ
の
間
、
空
し
く
年
月
を
送
る
。
方
今
件
の
租
帳
は
、

官
省
の
外
題
を
請
け
勘
済
す
る
の
処
、
主
税
寮
勘
返
し
て
云
へ
ら
く
、
班
符
未
だ

下
ら
ざ
る
の
間
、
租
帳
は

宣
旨
を
蒙
る
に
非
ず
は
、
輙
く
勘
済
し
難
し
、
て
へ

り
。
雑
掌
徒
ら
に
公
文
を
抱
へ
、
寮
底
に
辛
苦
す
。
望
み
請
ふ
ら
く
は

官
裁
を
。

先
例
に
因
准
し
、
宣
旨
を
所
司
に
下
さ
れ
、
班
符
未
だ
下
ら
ざ
る
の
間
、
暫
く

勘
出
に
置
き
、
件
の
年
々
の
租
帳
を
勘
済
せ
ば
、
将
に
公
文
を
勘
済
す
る
の
煩
を

⑺

⑻

省
か
む
と
す
、
て
へ
り
。
権
左
中
弁
大
江
朝
臣
匡
房
伝
宣
す
ら
く
、
権
中
納
言
源

朝
臣
経
信
宣
す
ら
く
、
請
ひ
に
依
れ
、
て
ヘ
り
。

（
一
〇
八
〇
）

承
暦
四
年
十
月
三
日

右
少
史
小
野

⑼

奉
行

少
録
紀
行
職
申
〈
同
年
同
月
十
四
日
〉

大
輔
藤
原
朝
臣

大
丞
藤
原

権
大
輔
源
朝
臣

菅
原

少
輔
源
朝
臣

少
丞
藤
原

【
註
】

⑴

班
符

�
文
書
註
⑴
参
照
。

⑵

橘
朝
臣
為
仲

橘
義
道
の
子
。
平
安
時
代
中
後
期
の
官
吏
、
歌
人
で
あ
り
、

蔵
人
・
左
衛
門
権
佐
・
太
皇
太
后
宮
亮
を
務
め
る
一
方
、
淡
路
守
・
越
後

守
・
陸
奥
守
な
ど
の
地
方
官
も
歴
任
。
応
徳
二
年
（
一
〇
八
五
）
に
卒
去
。

⑶

当
任

源
頼
仲
。
源
致
時
の
子
。
保
元
の
乱
で
は
父
に
従
い
、
崇
徳
上
皇
・

藤
原
頼
長
方
と
し
て
参
戦
。
敗
北
し
、
父
や
兄
弟
達
と
と
も
に
斬
ら
れ
た
。

⑷

雑
掌
秦
成
安

�
文
書
註
⑶
参
照
。

⑸

校
田
・
授
口
帳

�
文
書
註
⑵
参
照
。

⑹

報
符

班
符
の
こ
と
。

⑺

権
左
中
弁
大
江
朝
臣
匡
房

大
江
成
衡
の
子
。
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
文
才
が
あ

り
、
平
安
時
代
後
期
に
公
卿
、
儒
学
者
、
歌
人
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
晩
年

は
応
徳
元
年
（
一
〇
八
四
）
に
左
大
弁
に
任
ぜ
ら
れ
、
応
徳
三
年
に
従
三
位

に
昇
叙
さ
れ
公
卿
に
列
す
。
鳥
羽
天
皇
の
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）、
大
蔵

卿
に
遷
任
さ
れ
る
が
、
同
年
薨
去
し
た
。

⑻

権
中
納
言
源
朝
臣
経
信

源
道
方
の
六
男
、
桂
大
納
言
と
号
す
。
三
河
権

守
・
刑
部
少
輔
・
左
馬
頭
・
少
納
言
な
ど
を
経
て
、
康
平
三
年
（
一
〇
六

〇
）
右
中
弁
に
任
ぜ
ら
れ
、
以
後
蔵
人
頭
な
ど
を
経
て
、
治
暦
三
年
（
一
〇

六
七
）
参
議
と
し
て
公
卿
に
列
す
。
そ
の
後
、
東
宮
権
大
夫
、
左
大
弁
、
大

納
言
に
進
み
、
寛
治
八
年
（
一
〇
九
四
）
大
宰
権
帥
に
任
命
さ
れ
、
承
徳
元

年
（
一
〇
九
七
）
大
宰
府
で
没
し
て
い
る
。

⑼

少
録
紀
行
職

未
詳
。
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【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
は
、
越
後
国
の
受
領
に
よ
る
、
班
符
発
行
を
保
留
し
租
帳
勘
会
を
行
な

う
こ
と
を
申
請
す
る
国
解
を
受
け
、
太
政
官
が
こ
れ
を
許
可
し
た
旨
を
民
部
省
に

通
達
し
た
宣
旨
で
あ
る
。

�
・
�
文
書
の
【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

延
喜
式
に
お
け
る
班
田
手
続
き
は
、
班
年
の
十
月
に
京
国
官
司
が
管
内
の
田
地
と

班
田
を
受
け
る
べ
き
人
数
を
調
査
し
、
校
田
帳
・
授
口
帳
を
作
成
し
て
太
政
官
に

提
出
す
る
。
校
田
帳
・
授
口
帳
は
民
部
省
勘
会
に
回
さ
れ
、
勘
会
を
通
過
し
太
政

官
の
承
認
を
受
け
る
と
、
班
田
の
実
施
を
命
じ
る
班
符
が
国
に
下
さ
れ
る
。

こ
れ
が
十
世
紀
後
半
頃
に
な
る
と
、『
北
山
抄
』
巻
七
・
都
省
雑
事
（
申
大
中

納
言
雑
事
）
に
「
授
田
授
口
帳
事
〈
近
代
諸
国
不
進
〉」
と
あ
る
よ
う
に
、
校
田

帳
・
授
口
帳
の
太
政
官
へ
の
提
出
が
滞
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
に
至
り
実
質
的
な

班
田
制
は
崩
壊
す
る
。
し
か
し
班
田
収
授
を
前
提
と
す
る
租
帳
の
勘
会
は
受
領
監

査
制
度
に
お
い
て
意
味
を
持
っ
て
い
た
が
（
租
帳
は
税
帳
勘
会
に
も
関
わ
る
）、

班
符
の
発
行
が
な
け
れ
ば
当
年
の
田
租
の
応
収
入
額
を
確
定
で
き
ず
、
手
続
き
上

租
帳
勘
会
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
班
符
の
発
行
が

な
く
と
も
租
帳
勘
会
を
進
め
る
た
め
の
手
続
き
と
し
て
機
能
す
る
の
が
�
〜
�
文

書
で
あ
り
、
班
符
申
請
は
減
省
や
不
堪
佃
田
の
申
請
な
ど
と
並
ん
で
受
領
の
公
文

勘
会
上
必
要
な
手
続
き
で
あ
っ
た
。

租
帳
勘
会
に
臨
む
受
領
は
、
勘
会
の
実
施
を
申
請
す
る
班
符
国
解
（
�
文
書
）

を
提
出
す
る
。
班
符
国
解
で
は
、
当
該
国
の
校
田
授
口
帳
は
期
限
通
り
に
提
出
し

た
が
、
租
帳
勘
会
の
場
で
班
符
が
下
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
主
税
寮
に
勘
返
さ
れ

た
た
め
、
し
ば
ら
く
「
置
勘
出
」
き
租
帳
勘
会
を
進
め
る
よ
う
求
め
る
旨
が
述
べ

ら
れ
る
。「
勘
出
」
は
公
文
勘
会
に
よ
っ
て
国
司
の
不
正
・
雑
怠
を
指
摘
す
る
こ

と
で
あ
る
が
、「
置
勘
出
」
は
税
帳
勘
会
で
は
前
司
卒
去
な
ど
の
場
合
に
前
司
の

未
納
勘
出
物
を
保
留
し
、
当
任
の
責
任
を
追
及
せ
ず
に
公
文
勘
会
手
続
き
を
進
め

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
早
川
庄
八
氏
や
『
北
山
抄
巻
十

吏
途
指
南
』

の
阿
部
注
釈
は
「
勘
出
を
置
く
（
も
）」
と
読
ん
で
い
る
。「
勘
出
物
を
保
留
す

る
」
の
意
味
な
ら
こ
の
読
み
の
方
が
よ
い
と
思
う
が
、「
置
之
勘
出
」
と
い
う
用

例
が
あ
る
（『
符
宣
抄
』
第
八
・
天
慶
八
年
〈
九
四
五
〉
三
月
八
日
太
政
官
符
）

こ
と
か
ら
、「
勘
出
に
置
く
」
と
い
う
虎
尾
俊
哉
氏
の
読
み
が
広
く
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
る
。

た
だ
し
租
帳
勘
会
の
手
続
き
で
あ
る
班
符
申
請
に
お
い
て
は
、
前
司
の
未
納
勘

出
物
の
保
留
と
い
う
意
味
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
な
お
検
討
を
要
す
る
が
、
班
符

申
請
の
勘
出
は
校
田
帳
・
授
口
帳
の
勘
会
に
お
い
て
摘
発
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

本
来
の
班
符
申
請
に
お
け
る
「
置
勘
出
」
と
は
、
校
田
帳
・
授
口
帳
の
不
備
に
よ

り
班
符
が
下
さ
れ
な
い
場
合
に
、
そ
れ
以
前
に
公
文
勘
会
を
通
過
し
た
校
田
帳
・

授
口
帳
に
記
載
さ
れ
た
確
定
数
に
よ
っ
て
租
帳
を
勘
会
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

班
符
国
解
は
公
卿
聴
政
に
か
け
ら
れ
審
査
さ
れ
る
。『
江
家
次
第
』
巻
十
八
・

（
マ
マ
）

陣
申
文
事
に
「
班
府
減
省
〈
常
申
大
納
言
。
或
申
中
納
言
例
稀
有
〉」
と
あ
り
、

通
常
は
大
納
言
に
申
し
、
中
納
言
に
申
す
例
は
稀
有
だ
と
す
る
が
、
本
文
書
の
決

裁
者
は
中
納
言
で
あ
る
。『
伝
宣
草
』
下
・
諸
宣
旨
事
に
「
班
符
事
」
が
あ
り
、

上
宣
の
注
記
が
あ
る
よ
う
に
、
減
省
の
場
合
と
異
な
り
奏
上
を
せ
ず
上
卿
が
判
断

し
た
。
三
谷
芳
幸
氏
は
�
文
書
が
班
符
国
解
の
審
査
に
先
立
っ
て
国
解
に
続
が
れ

る
と
考
え
た
が
、
三
谷
氏
が
指
摘
す
る
『
北
山
抄
』
巻
七
・
都
省
雑
事
の
「
勘
判

報
符
…
」
は
勘
解
由
使
勘
判
の
報
符
で
あ
り
（『
符
宣
抄
』
第
八
・
康
保
四
年

〈
九
六
七
〉
十
二
月
一
日
宣
旨
な
ど
）、
班
符
申
請
と
は
関
係
が
な
い
。
班
符
の
決

裁
に
続
文
が
続
が
れ
た
事
例
と
し
て
は
『
水
黄
記
抄
』
所
引
槐
記
保
延
四
年
（
一

一
三
八
）
十
二
月
十
九
日
条
に
「
但
至
班
符
者
其
続
文
黄
紙
也
」
と
あ
る
の
が
注
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意
さ
れ
る
が
、
⑪
文
書
が
班
符
国
解
に
続
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
は
『
群

載
』
が
�
文
書
の
名
を
「
班
符
続
文
」
と
し
て
い
る
こ
と
以
外
に
な
く
、
一
般
的

な
も
の
と
見
な
し
得
る
か
躊
躇
さ
れ
る
。
先
述
の
「
置
勘
出
」
に
関
す
る
推
測
を

踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
⑪
文
書
は
最
近
勘
会
を
通
過
し
た
、
依
拠
す
べ
き
校
田
帳
・

授
口
帳
が
い
つ
の
も
の
か
を
調
査
さ
せ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
、
班
符
国
解
を
裁
許
し
た
旨
を
記
し
た
宣
旨
が
作

成
さ
れ
、
民
部
省
に
通
達
さ
れ
る
。
こ
れ
が
本
文
書
の
よ
う
な
「
班
符
宣
旨
」
で

あ
る
。
班
符
宣
旨
の
実
例
は
他
に
『
符
宣
抄
』
第
八
・
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）

十
二
月
二
十
六
日
宣
旨
な
ど
が
あ
る
が
、
本
文
書
に
は
奥
に
民
部
省
官
人
に
よ
る

「
奉
行
」
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
本
文
書
の
よ
う
に
上
卿
宣
を
弁

が
伝
宣
し
史
が
奉
る
宣
旨
を
下
弁
官
宣
旨
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
本
来
史
が
口
頭
命

令
を
書
き
写
し
た
手
控
え
で
あ
り
、
太
政
官
符
や
官
宣
旨
、
あ
る
い
は
口
宣
と

い
っ
た
形
で
関
係
諸
司
に
通
達
さ
れ
た
。
し
か
し
時
代
が
下
る
と
、
下
弁
官
宣
旨

そ
の
も
の
を
諸
司
の
官
人
に
回
覧
さ
せ
る
こ
と
で
伝
達
す
る
方
式
が
登
場
す
る
。

早
川
庄
八
氏
が
事
例
を
挙
げ
て
い
る
が
（『
宣
旨
試
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
）、

『
符
宣
抄
』
第
七
・
天
元
三
年
（
九
八
〇
）
四
月
七
日
宣
旨
に
は
、「
右
大
史
牟
久

忠
陳
奉
」
の
次
行
に
、
民
部
省
と
大
蔵
省
の
大
録
が
署
名
と
「
奉
」
及
び
そ
の
日

付
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
例
は
関
係
官
司
が
二
ヶ
所
あ
る
場
合
の
方
式
だ
が
、

本
文
書
の
場
合
署
名
は
全
員
民
部
省
官
人
と
考
え
ら
れ
、
少
録
の
署
名
の
み
「
申

同
年
同
月
十
四
日
」
と
あ
る
。
官
符
の
場
合
で
は
あ
る
が
『
醍
醐
寺
雑
事
記
』
所

引
承
平
元
年
（
九
三
一
）
五
月
七
日
太
政
官
符
の
「
奉
行
」
に
「
読
申
少
録
□
」

と
あ
る
の
を
参
照
す
れ
ば
、
こ
れ
は
民
部
省
に
も
た
ら
さ
れ
た
班
符
宣
旨
を
、
令

制
の
主
典
の
職
掌
「
読
申
公
文
」
に
基
づ
き
少
録
が
大
輔
以
下
全
員
の
前
で
読
み

上
げ
る
こ
と
で
、
宣
旨
の
内
容
を
官
司
内
で
共
有
し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
班
符
国
解
に
は
主
税
寮
の
勘
返
と
し
て
「
非
蒙
宣
旨
輙
難
勘

済
」
と
あ
る
か
ら
、
民
部
省
の
奉
行
が
記
さ
れ
た
班
符
宣
旨
は
そ
の
後
主
税
寮
に

下
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
場
面
で
奉
行
の
記
入
は
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
。
本

文
書
が
三
善
為
康
の
手
に
渡
っ
た
の
も
、
主
税
寮
に
下
さ
れ
た
後
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

最
後
に
、
本
文
書
は
承
暦
四
年
、
越
後
国
の
受
領
源
頼
仲
の
任
終
年
に
行
な
わ

れ
た
班
符
申
請
で
あ
る
が
、
決
裁
に
あ
た
っ
た
権
中
納
言
源
経
信
の
日
記
『
帥

記
』
に
文
書
の
処
理
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
閏
八
月
二
十
二
日

の
南
所
申
文
で
は
班
符
国
解
と
同
時
に
越
後
国
の
減
省
解
文
も
提
出
さ
れ
て
い
た

が
、
班
符
国
解
の
み
結
政
で
の
処
理
が
済
ん
で
お
ら
ず
、
先
に
減
省
解
文
の
み
処

理
さ
れ
、
九
月
五
日
に
な
っ
て
頼
仲
か
ら
催
促
さ
れ
て
い
る
様
子
が
見
え
る
。
し

か
し
お
そ
ら
く
南
所
の
物
忌
の
た
め
た
だ
ち
に
は
行
な
わ
れ
ず
、
そ
の
後
の
経
過

は
『
帥
記
』
に
は
見
え
な
い
が
、
本
文
書
に
あ
る
よ
う
に
十
月
三
日
に
班
符
宣
旨

が
下
っ
た
。

【
関
連
史
料
】

⑪
・
⑫
文
書
、『
帥
記
』
承
暦
四
年
閏
八
月
二
十
二
日
・
九
月
五
日
条
、『
要
略
』

巻
五
十
七
・
永
延
三
年
十
月
二
十
三
日
宣
旨
、
同
・
長
保
三
年
十
二
月
二
十
五
日

宣
旨
、『
符
宣
抄
』
第
八
・
寛
弘
八
年
十
二
月
二
十
六
日
宣
旨

【
参
考
文
献
】

虎
尾
俊
哉
「
延
喜
式
主
税
式
勘
税
帳
条
の
研
究
」（『
弘
前
大
学
國
史
研
究
』
一
二
、

一
九
五
八
）、
早
川
庄
八
「
か
ん
し
ゅ
つ

勘
出
」（『
国
史
大
辞
典
』
３
、
吉
川

弘
文
館
、
一
九
八
三
）、
鈴
木
一
見
「
勘
出
の
申
請
と
出
雲
国
正
税
返
却
帳
」（
羽

下
徳
彦
編
『
中
世
の
社
会
と
史
料
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
）、
三
谷
芳
幸

「
租
帳
と
班
符
」（『
律
令
国
家
と
土
地
支
配
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
、
初
出
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二
〇
〇
六
）、
玉
井
力
「
勘
出
考
」（『
日
本
歴
史
』
七
二
〇
、
二
〇
〇
八
）

（
田

衛
衛
・
神
戸

航
介
）

⑭
雑
米
免
除
国
解

⑴
雜
米
免
除
國
解⑵

尾
張
國
司
解

申
請

天
裁
事

⑶

⑷

⑸

請
殊
蒙

天
裁
、
因
准
傍
例
被
免
除
去
永
久
三
年
雜
米
抄
帳
状

右
謹
檢
案
内
、
去
永
久
三
年
十
二
月
十
六
日
任
彼
國
守
。
着
任
之
後
、
殊
廻
治
術
、

⑹

⑺

調
庸
租
税
辨
備
已
畢
。
爰
前
司
守
高
階
為
遠
朝
臣
任
、
得
替
之
後
、
雖
済
公
事
、

⑻

⑼

⑽

⑾

不
遂
勘
済
、
其
身
卒
去
。
然
而
八
箇
年
官
物
、
遂
辨
進
之
由
、
雖
載
不
与
解
由
状
、

⑿

⒀

⒁

⒂

⒃

依
不
請
惣
返
抄
、
難
知
其
済
否
。
随
亦
欲
勘
済
之
處
、
所
司
勘
發
云
、
前
司
任
終

⒄

⒅

⒆

年
雜
米
抄
帳
、
非
蒙

宣
旨
、
輙
難
勘
除
者
、
何
依
前
吏
之
不
勤
、
更
為
後
司
之

⒇

21

22

停
滞
哉
。
如
斯
之
國
、
随
申
請
旨
、
多
蒙
裁
許
、
先
蹤
已
存
。
望
請

天
裁
。
因

23

24

25

26

27

准
傍
例
、
被
免
除
件
雜
米
抄
帳
者
、
将
省
難
済
之
煩
。
仍
勒
奉
状
、
謹
解
。

28

元
永
二
年
十
二
月

日

正
六
位
上
行
大
目
大
原
真
人

29

右
少
辨
従
五
位
上
兼
行
守
源
朝
臣

權
守
従
五
位
下
藤
原
朝
臣

従
五
位
下
行
笇
博
士
兼
介
三
善
朝
臣

【
校
訂
註
】

⑴

米
…
「
未
」〔「
米
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑵

申
…
「
由
」（
紅
・
東
）

⑶

去
…
「
𠮷
」（
東
）

⑷

三
…
「
二
」〔「
三
」
と
朱
傍
訂
〕（
伴
）

⑸

米
…
「
未
」〔「
米
」
と
朱
傍
訂
〕（
伴
）

⑹

任
…
「
任
」〔
抹
消
符
あ
り
〕（
伴
）

⑺

雖
…
「
難
」〔「
雖
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⑻

済
…
「
斉
」
と
墨
書
し
、
後
に
「
氵
」
を
朱
書
（
伴
）

⑼

八
箇
…
「
八
ヶ
」〔「
今
」
と
朱
傍
訂
〕（
伴
）、「
今
」（
大
）

⑽

遂
…
下
に
「
可
」
を
補
（
伴
）、「
遂
可
」（
大
）

⑾

雖
…
「
雑
」〔「
雖
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⑿

否
…
「
不
」〔「
否
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⒀

亦
…
「
忽
」〔「
亦
」
と
朱
傍
書
〕（
伴
）

⒁

済
…
脱
〔「
済
」
を
補
〕（
東
）

⒂

發
…
「
蒙
」（
東
）

⒃

云
…
脱
〔「
云
」
を
補
〕（
伴
）

⒄

米
…
「
未
」〔「
米
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⒅

蒙
…
「
蒙
云
」〔「
云
」
に
抹
消
符
あ
り
〕（
伴
）

⒆

更
…
「
吏
」〔「
更
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⒇

斯
…
「
勘
」〔「
斯
」
と
傍
訂
〕（
紅
）

21

之
…
「
定
」〔
上
に
「
勘
」
を
補
〕（
伴
）、「
勘
定
」（
大
）

22

申
…
「
中
」（
紅
・
東
）

23

例
…
「
例
」〔「
五
」
と
傍
書
〕（
紅
）

24

米
…
「
未
」〔「
米
」
と
朱
傍
訂
〕（
伴
）

25

省
…
脱
（
底
・
葉
・
紅
・
東
）、
脱
〔「
省
」
を
補
〕（
伴
）

26

勒
…
「
勤
」〔「
勒
」
と
朱
傍
訂
〕（
伴
）

27

奉
…
「
奉
」〔「
事
」
と
傍
訂
〕（
伴
）、「
事
」（
大
）

28

大
目
…
脱
（
紅
）、
脱
〔「
大
目
」
を
補
〕（
伴
）

29

守
…
脱
（
底
）
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【
書
き
下
し
】

雑
米
免
除
国
解

⑴尾
張
国
司
解
し

申
し
請
ふ

天
裁
の
事

（
一
一
一
五
）

⑵

殊
に

天
裁
を
蒙
り
、
傍
例
に
因
准
し
去
る
永
久
三
年
雑
米
抄
帳
を
免
除
せ
ら

れ
む
こ
と
を
請
ふ
状

右
謹
み
て
案
内
を
検
ず
る
に
、
去
る
永
久
三
年
十
二
月
十
六
日
彼
の
国
の
守
に
任

ぜ
ら
る
。
着
任
の
後
、
殊
に
治
術
を
廻
ら
し
、
調
庸
租
税
弁
備
す
る
こ
と
已
に
畢

⑶

ぬ
。
爰
に
前
司
守
高
階
為
遠
朝
臣
の
任
、
得
替
の
後
、
公
事
を
済
す
と
雖
も
、
勘

済
を
遂
げ
ず
、
其
の
身
卒
去
す
。
然
れ
ど
も
八
箇
年
の
官
物
、
弁
進
を
遂
ぐ
る
の

⑷

⑸

由
、
不
与
解
由
状
に
載
す
と
雖
も
、
惣
返
抄
を
請
け
ざ
る
に
依
り
、
其
の
済
否
を

知
り
難
し
。
随
ひ
て
亦
た
勘
済
せ
む
と
欲
す
る
の
処
、
所
司
勘
発
し
て
云
へ
ら
く
、

前
司
任
終
年
の
雑
米
抄
帳
は
、

宣
旨
を
蒙
る
に
非
ず
は
、
輙
く
勘
除
し
難
し
、

て
へ
れ
ば
、
何
ぞ
前
吏
の
不
勤
に
依
り
、
更
に
後
司
の
停
滞
と
為
さ
む
や
。
斯
く

の
如
き
の
国
は
、
申
請
の
旨
に
随
ひ
、
多
く
裁
許
を
蒙
る
こ
と
、
先
蹤
已
に
存
す
。

望
み
請
ふ
ら
く
は

天
裁
を
。
傍
例
に
因
准
し
、
件
の
雑
米
抄
帳
を
免
除
せ
ら
る

⑹

れ
ば
、
将
に
難
済
の
煩
を
省
か
む
と
す
。
仍
て
奉
状
を
勒
し
、
謹
み
て
解
す
。

（
一
一
一
九
）

元
永
二
年
十
二
月

日

正
六
位
上
行
大
目
大
原
真
人

⑺

右
少
弁
従
五
位
上
兼
行
守
源
朝
臣

権
守
従
五
位
下
藤
原
朝
臣

⑻

従
五
位
下
行
算
博
士
兼
介
三
善
朝
臣

【
註
】

⑴

尾
張
国
司

源
師
俊
。『
水
左
記
』
の
記
主
俊
房
の
男
。『
補
任
』
長
承
二
年

（
一
一
三
三
）
条
に
永
久
元
年
（
一
一
一
三
）
九
月
四
日
に
丹
波
守
、
永
久

三
年
十
二
月
十
六
日
に
尾
張
守
と
相
博
、
元
永
二
年
十
二
月
十
五
日
に
去
任

と
あ
り
、
本
文
書
の
記
載
と
一
致
す
る
。『
中
右
記
』
元
永
二
年
十
二
月
十

五
日
条
に
も
師
俊
の
尾
張
守
辞
任
の
記
事
あ
り
。

⑵

雑
米
抄
帳

抄
帳
は
公
文
勘
会
の
場
で
用
い
ら
れ
、
返
抄
と
勘
合
す
る
資
料

で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
の
実
態
は
未
詳
で
あ
る
。
主
計
寮
備
え
付
け

の
帳
簿
で
、
輸
納
予
定
額
を
略
抄
し
た
帳
簿
か
と
す
る
俣
野
好
治
説
が
有
力

だ
が
（
俣
野
好
治
「
律
令
中
央
財
政
機
構
の
特
質
に
つ
い
て
」『
律
令
財
政

と
荷
札
木
簡
』
同
成
社
、
二
〇
一
七
、
初
出
一
九
八
〇
）、
集
英
社
本
『
延

喜
式
』
中
巻
補
注
（
一
四
五
二
頁
）
は
、『
三
代
格
』
巻
十
四
・
寛
平
十
年

（
八
九
八
）
二
月
二
十
七
日
官
符
か
ら
、
雑
米
抄
帳
は
国
が
事
前
に
提
出
す

る
、
納
入
額
を
記
載
し
た
帳
簿
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
寛
平
十
年
官
符
か

ら
は
抄
帳
が
国
が
作
成
す
る
も
の
と
は
必
ず
し
も
読
み
取
れ
な
い
。
な
お
検

討
を
要
す
る
が
、
と
り
あ
え
ず
「
雑
米
抄
帳
を
免
除
す
る
」
と
は
、
雑
米
惣

返
抄
を
受
け
、
こ
れ
を
税
帳
と
勘
会
す
る
の
を
免
除
す
る
こ
と
と
解
釈
し
て

大
過
な
い
。

⑶

高
階
為
遠

高
階
為
家
の
男
。
阿
波
・
伯
耆
な
ど
の
受
領
を
歴
任
。『
中
右

記
』
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
正
月
二
十
四
日
条
に
、
こ
の
日
の
除
目
で
伯

耆
守
か
ら
尾
張
守
に
遷
任
し
た
と
見
え
る
。
本
文
書
で
永
久
三
年
ま
で
尾
張

守
に
在
任
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
後
任
の
源
師
俊
は
永
久
三
年
十
二
月

十
六
日
に
丹
波
守
と
相
博
（『
補
任
』
長
承
二
年
源
師
俊
条
）
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
為
遠
の
尾
張
守
と
し
て
の
任
期
は
八
年
間
で
、
本
文
書
中
に

「
八
箇
年
官
物
」
と
あ
る
記
述
と
一
致
す
る
。『
台
記
別
記
』
久
安
四
年
（
一

一
四
八
）
八
月
十
四
日
条
に
よ
り
、
永
久
五
年
十
一
月
二
十
六
日
に
丹
後
守

（
丹
波
守
の
誤
り
か
）
と
し
て
在
任
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
永
久
五
年

以
降
元
永
二
年
十
二
月
十
二
日
（
本
文
書
）
以
前
に
、
尾
張
守
と
し
て
の
公

文
勘
会
を
終
え
な
い
ま
ま
卒
去
し
た
こ
と
に
な
る
。
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⑷

不
与
解
由
状

�
文
書
【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】
を
参
照
。

⑸

惣
返
抄

雑
米
惣
返
抄
。
惣
返
抄
は
、
国
司
官
長
の
貢
納
義
務
全
体
の
済
了

を
証
明
す
る
文
書
。
詳
細
は
�
文
書
【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】
を
参
照
。

⑹

奉
状
「
奉
状
を
勒
し
」
と
い
う
文
言
は
ほ
か
に
み
え
ず
、
伴
本
・
大
系
本

の
よ
う
に
「
事
状
」
と
す
べ
き
か
。

⑺

守
源
朝
臣

源
師
俊
。
前
註
⑴
参
照
。

⑻

算
博
士
兼
介
三
善
朝
臣
『
群
載
』
編
者
の
三
善
為
康
。
尾
張
介
に
は
永
久

五
年
正
月
任
（『
成
文
抄
』
第
五
）。
本
文
書
は
『
群
載
』
が
成
立
し
た
と
さ

れ
る
永
久
四
年
以
後
の
も
の
で
、
為
康
が
尾
張
介
だ
っ
た
こ
と
と
関
わ
っ
て

収
載
さ
れ
た
も
の
か
。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
は
、
元
永
二
年
に
尾
張
守
源
師
俊
が
、
卒
去
し
た
前
司
高
階
為
遠
の
任

終
年
の
雑
米
抄
帳
の
勘
済
の
免
除
を
申
請
し
た
解
文
で
あ
る
。
本
文
書
は
次
の
�

文
書
と
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
同
時
に
参
照
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
詳
細
は
�
文
書
の
【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】
を
参
照
の
こ
と
。

【
関
連
史
料
】

『
北
山
抄
』
巻
十
・
吏
途
指
南
（
前
司
卒
去
国
任
終
年
雑
米
事
）、『
三
代
格
』
巻

十
四
・
寛
平
十
年
二
月
二
十
七
日
太
政
官
符
、『
延
喜
交
替
式
』
９６
条
、『
中
右

記
』
元
永
二
年
十
二
月
二
十
九
日
条

【
参
考
文
献
】

北
條
秀
樹
「
文
書
行
政
よ
り
見
た
る
国
司
受
領
化
」（『
日
本
古
代
国
家
の
地
方
支

配
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
、
初
出
一
九
七
五
）、
佐
藤
信
「
雑
米
未
進
に
み

る
律
令
財
政
の
変
質
」（『
日
本
古
代
の
宮
都
と
木
簡
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
、

初
出
一
九
八
一
）

（
神
戸

航
介
）

⑮
雑
米
免
除
宣
旨

⑴

⑵

同
雜
米
免
除
宣
旨
〈
付
省
奉
行
〉

⑶

⑷

應
免
除
尾
張
國
去
永
久
貳
年
雜
米
抄
帳
事

⑸

⑹

右
得
彼
國
守
源
朝
臣
師
俊
今
月
十
二
日
奏
状
�
、
謹
檢
案
内
、
去
永
久
三
年
十
二

⑺

⑻

⑼

月
十
六
日
任
彼
國
守
。
着
任
之
後
、
殊
廻
治
術
、
調
庸
租
税
辨
済
已
畢
。
爰
前
司

⑽

守
高
階
為
遠
朝
臣
得
替
之
後
、
雖
済
公
事
、
不
遂
勘
済
、
其
身
卒
。
然
而
今
年
官

⑾

⑿

⒀

⒁

物
遂
可
弁
済
之
由
、
雖
載
不
与
解
状
、
依
不
請
惣
返
抄
、
難
知
其
弁
否
。
随
亦
欲

⒂

⒃

⒄

勘
済
之
處
、
所
司
勘
發
、
前
司
任
終
年
雜
米
抄
帳
、
非
蒙

宣
旨
、
輙
難
勘
除
者
、

⒅

⒆

⒇

何
依
前
吏
之
不
勤
、
更
為
後
司
停
滞
哉
。
如
斯
之
間
、
随
申
請
旨
、
多
蒙
裁
許
、

21

22

先
蹤
已
存
。
望
請

天
裁
。
因
准
傍
例
、
被
免
除
件
雜
米
抄
帳
者
、
将
省
難
済
之

23

煩
者
、
左
少
弁
藤
原
朝
臣
實
光
傳
宣
、
權
中
納
言
藤
原
朝
臣
宗
忠
宣
、
奉

勅
、

24

25

除
年
料
米
之
外
、
依
請
者
。

26

27

元
永
二
年
十
二
月
廿
九
日

左
大
史
小
槻
宿
祢
奉

28

奉
行

小
録
紀
宣
重
申
〈
同
年
同
月
同
日
〉

大
輔
源
朝
臣

大
丞
藤
原
〈
在
判
〉

權
大
輔
源
朝
臣

藤
原

29

小
輔
藤
原
朝
臣
〈
未
到
〉

小
丞
藤
原

【
校
訂
註
】

⑴

米
…
「
未
」〔「
米
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑵

省
…
「
少
」（
紅
）
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⑶

貳
…
「
二
」（
伴
）、「
三
」（
大
）

⑷

米
…
「
未
」〔「
米
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑸

二
…
「
六
」〔「
二
」
と
傍
訂
〕（
東
）、「
二
」〔「
六
」
と
朱
傍
訂
〕（
伴
）

⑹

去
…
「
去
」〔「
云
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⑺

着
…
「
著
」（
大
）

⑻

租
…
「
祖
」〔「
租
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑼

辨
…
「
弁
」〔「
辨
」
と
朱
傍
書
〕（
伴
）

⑽

卒
…
「
卒
」〔
下
に
「
去
」
を
補
〕（
伴
）、「
卒
去
」（
大
）

⑾

弁
…
「
弁
」〔「
辨
」
と
朱
傍
書
〕（
伴
）

⑿

解
…
「
解
」〔
下
に
「
由
」
を
補
〕（
伴
）、「
解
由
」（
大
）

⒀

弁
…
「
弁
」〔「
辨
」
と
朱
傍
書
〕（
伴
）

⒁

亦
…
「
忽
」〔「
名
」
と
朱
傍
書
〕（
伴
）

⒂

發
…
「
発
」〔
下
に
「
云
」
を
補
〕（
伴
）、「
發
云
」（
大
）

⒃

米
…
「
未
」〔「
米
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⒄

難
…
脱
（
底
・
葉
・
紅
・
東
）、
脱
〔「
難
」
を
補
〕（
伴
）

⒅

為
…
「
老
」〔「
為
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⒆

哉
…
「
我
」〔「
哉
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⒇

多
…
欠
（
底
）

21

因
…
「
目
」〔「
因
」
と
傍
書
〕（
伴
）

22

准
…
「
住
」（
紅
）、「
佳
」〔「
准
」
と
傍
書
〕（
伴
）

23

傳
…
「
博
」〔「
傳
」
と
傍
書
〕（
伴
）

24

除
…
「
隆
」〔「
除
」
と
傍
訂
〕（
東
）

25

料
…
「
料
」〔「
料
」
と
傍
書
〕（
伴
）

26

小
槻
…
欠
（
紅
・
東
）、
脱
〔「
小
槻
」
と
朱
補
〕（
伴
）

27

奉
…
脱
（
底
・
葉
）、「

在
」（
紅
・
東
）、「
亘
」〔「
奉
」
と
傍
訂
〕

（
伴
）

28

重
…
「
真
」（
紅
・
東
）、「
寔
」（
伴
・
大
）

29

到
…
「
到
」〔「
判
」
と
朱
傍
書
〕（
伴
）

【
書
き
下
し
】

同
雑
米
免
除
宣
旨
〈
省
の
奉
行
を
付
す
〉

（
一
一
一
四
）

応
に
尾
張
国
去
る
永
久
弐
年
雑
米
抄
帳
を
免
除
す
べ
き
事

右
彼
の
国
の
守
源
朝
臣
師
俊
今
月
十
二
日
奏
状
を
得
る
に
�
へ
ら
く
、
謹
み
て
案

内
を
検
ず
る
に
、
去
る
永
久
三
年
十
二
月
十
六
日
彼
の
国
の
守
に
任
ぜ
ら
る
。
着

任
の
後
、
殊
に
治
術
を
廻
ら
し
、
調
庸
租
税
弁
済
す
る
こ
と
已
に
畢
ぬ
。
爰
に
前

司
守
高
階
為
遠
朝
臣
得
替
の
後
、
公
事
を
済
す
と
雖
も
、
勘
済
を
遂
げ
ず
、
其
の

身
卒
す
。
然
れ
ど
も
今
年
の
官
物
遂
に
弁
済
す
べ
き
の
由
、
不
与
解
状
に
載
す
と

雖
も
、
惣
返
抄
を
請
け
ざ
る
に
依
り
、
其
の
弁
否
を
知
り
難
し
。
随
ひ
て
亦
た
勘

済
せ
む
と
欲
す
る
の
処
、
所
司
勘
発
す
ら
く
、
前
司
任
終
年
の
雑
米
抄
帳
は
、

宣
旨
を
蒙
る
に
非
ず
は
、
輙
く
勘
除
し
難
し
、
て
へ
れ
ば
、
何
ぞ
前
吏
の
不
勤
に

依
り
、
更
に
後
司
の
停
滞
と
為
さ
む
や
。
斯
く
の
如
き
の
間
、
申
請
の
旨
に
随
ひ
、

多
く
裁
許
を
蒙
る
こ
と
、
先
蹤
已
に
存
す
。
望
み
請
ふ
ら
く
は

天
裁
を
。
傍
例

に
因
准
し
、
件
の
雑
米
抄
帳
を
免
除
せ
ら
る
れ
ば
、
将
に
難
済
の
煩
を
省
か
む
と

⑴

⑵

す
、
て
へ
れ
ば
、
左
少
弁
藤
原
朝
臣
実
光
伝
宣
す
ら
く
、
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
宗

⑶

忠
宣
す
ら
く
、

勅
を
奉
る
に
、
年
料
米
を
除
く
の
外
、
請
ひ
に
依
れ
、
て
へ
り
。

（
一
一
一
九
）

⑷

元
永
二
年
十
二
月
廿
九
日

左
大
史
小
槻
宿
祢
奉
る

⑸奉
行

小
録
紀
宣
重
申
す
〈
同
年
同
月
同
日
〉

大
輔
源
朝
臣

大
丞
藤
原
〈
在
判
〉

権
大
輔
源
朝
臣

藤
原

小
輔
藤
原
朝
臣
〈
未
到
〉

小
丞
藤
原
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【
註
】

⑴

左
少
弁
藤
原
朝
臣
実
光

有
信
の
子
。
永
久
三
年
八
月
十
三
日
に
左
少
弁
、

保
安
三
年
（
一
一
二
二
）
十
二
月
二
十
三
日
に
右
中
弁
に
転
じ
る
。

⑵

権
中
納
言
藤
原
朝
臣
宗
忠
『
中
右
記
』
の
記
主
。
嘉
承
元
年
（
一
一
〇

六
）
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
保
安
三
年
十
二
月
十
七
日
ま
で
権
中
納
言
。

⑶

年
料
米

延
喜
民
部
式
下
に
よ
れ
ば
尾
張
国
の
年
料
舂
米
は
大
炊
一
〇
八
〇

石
・
糯
二
〇
石
。
年
料
租
舂
米
は
一
〇
〇
〇
石
。
そ
の
他
、
交
易
雑
物
と
し

て
薭
子
五
石
・
胡
麻
子
四
石
・
荏
子
四
石
が
あ
る
。
こ
れ
ら
定
額
の
年
料

米
・
雑
穀
は
前
司
任
終
年
分
も
免
除
さ
れ
な
い
と
の
意
味
か
。

⑷

左
大
史
小
槻
宿
祢

小
槻
盛
仲
。
祐
俊
の
男
。
康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）
二

月
三
十
日
に
父
の
譲
に
よ
り
左
大
史
に
任
官
（『
世
紀
』
同
日
条
）。

⑸

奉
行

太
政
官
か
ら
下
さ
れ
た
雑
米
免
除
宣
旨
を
、
少
録
紀
宣
重
が
読
申
、

そ
の
場
に
い
た
民
部
省
官
人
が
承
認
し
た
旨
を
記
し
た
も
の
。
�
文
書
【
文

書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】
も
参
照
。
位
署
に
あ
る
民
部
省
官
人
に
つ
い
て
は
、

近
い
時
期
で
は
『
成
文
抄
』
第
十
・
永
久
四
年
十
二
月
十
九
日
民
部
省
請
奏

の
位
署
に
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
の
が
参
照
さ
れ
る
。

従
五
位
上
行
少
輔
藤
原
朝
臣
〈
未
到
〉

従
五
位
下
守
権
大
輔
源
朝
臣
憲
明

大
輔
正
五
位
下
源
朝
臣
行
俊

正
二
位
行
権
大
納
言
兼
卿
藤
原
朝
臣
宗
通

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

雑
米
と
は
、
諸
国
が
中
央
に
対
し
て
輸
貢
す
る
様
々
な
米
の
総
称
で
あ
り
、
律

令
の
規
定
で
は
田
租
舂
米
（
年
料
舂
米
）、
庸
米
、
公
田
地
子
、
飛
騨
国
輸
米
、

畿
内
官
田
穫
稲
な
ど
が
あ
り
、
諸
司
の
常
食
や
一
般
労
働
者
へ
の
給
食
、
天
皇
供

御
用
な
ど
に
充
て
ら
れ
た
。
そ
の
他
、
正
税
帳
か
ら
知
ら
れ
る
番
匠
粮
・
官
奴
婢

食
料
米
や
、
封
戸
米
、
延
喜
式
制
の
年
料
租
舂
米
な
ど
が
雑
米
に
含
ま
れ
る
。

雑
米
輸
貢
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
八
・
九
世
紀
の
雑
米
貢
納
お
よ
び
そ
の

未
進
政
策
の
展
開
を
論
じ
た
佐
藤
信
氏
の
研
究
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
が
、
雑
米

免
除
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
佐
藤
氏
の

研
究
に
依
り
つ
つ
、
�
・
�
文
書
の
内
容
お
よ
び
関
連
史
料
の
分
析
に
よ
り
文
書

の
機
能
を
考
察
す
る
。

雑
米
の
未
進
は
八
世
紀
後
半
頃
か
ら
史
料
上
現
れ
は
じ
め
、
同
じ
頃
か
ら
政
府

に
よ
る
未
進
政
策
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
五

月
十
五
日
符
で
、
年
料
舂
米
は
掾
領
以
上
が
専
当
し
史
生
以
上
を
綱
領
に
充
て
、

違
期
が
あ
っ
た
場
合
は
見
任
を
解
き
公
廨
を
奪
う
と
し
た
が
効
果
が
な
く
、
宝
亀

四
年
閏
十
一
月
二
十
三
日
太
政
官
符
で
は
、
雑
米
未
進
は
数
量
に
か
か
わ
ら
ず
国

司
史
生
以
上
の
公
廨
を
奪
い
、
主
典
以
上
は
考
を
貶
し
、
専
当
官
は
見
任
を
解
却

し
、
郡
司
主
帳
以
上
は
職
田
を
奪
い
解
任
・
貶
考
と
し
た
。
こ
れ
が
延
暦
十
四
年

（
七
九
五
）
七
月
二
十
七
日
太
政
官
符
で
緩
和
さ
れ
、
国
司
史
生
以
上
が
差
法
を

も
っ
て
共
同
し
て
公
廨
を
割
い
て
未
進
分
を
補
填
・
京
進
す
る
こ
と
と
し
た
（
以

上
『
貞
観
交
替
式
』）。
し
か
し
そ
の
後
も
未
進
の
累
積
が
進
む
と
、
承
和
九
年

（
八
四
二
）
八
月
二
十
七
日
の
恩
赦
で
は
じ
め
て
国
司
を
対
象
と
し
た
雑
米
・
雑

交
易
の
未
進
物
の
免
除
が
な
さ
れ
（『
続
後
紀
』
同
日
条
）、『
三
代
格
』
巻
八
・

承
和
十
三
年
八
月
十
七
日
太
政
官
符
で
、
調
庸
も
含
め
た
未
進
物
に
つ
い
て
、
恩

赦
対
象
外
の
年
の
未
進
数
の
十
分
の
一
を
毎
年
別
途
徴
収
す
る
未
進
徴
率
が
定
め

ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
国
司
は
旧
年
未
進
の
う
ち
任
中
の
率
分
、
お
よ
び
当
年
未

進
の
国
司
共
填
の
責
任
を
負
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
国
司
は
当
年
年
輸
プ
ラ
ス

そ
の
十
分
の
一
を
未
進
の
補
填
と
し
て
納
め
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
『
三
代
格
』

巻
五
・
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
七
月
二
十
三
日
太
政
官
符
に
よ
っ
て
、
任
中
の
調
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庸
・
雑
物
（
雑
米
を
含
む
）
の
未
進
が
あ
る
場
合
は
解
由
を
返
却
す
る
こ
と
と
し
、

任
中
の
雑
米
輸
貢
責
任
が
解
由
制
と
結
び
つ
く
形
で
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
過
程
と
並
行
し
て
国
司
官
長
の
権
限
強
化
・
受
領
化
が
進
む
と
、
調

庸
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
雑
米
惣
返
抄
が
成
立
す
る
。
惣
返
抄
と
は
受
領
の
任
中
全
体

の
貢
納
完
了
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
済
了
証
明
書
で
、
受
領
の
解
由
取
得
の
条
件

と
な
り
、
十
世
紀
以
降
は
受
領
功
過
定
の
審
査
項
目
と
さ
れ
た
。
雑
米
惣
返
抄
自

体
の
実
例
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
備
前
国
の
応
徳
二
年
（
一
〇
八
五
）
分
の
返

抄
発
給
を
民
部
省
に
求
め
る
『
群
載
』
巻
二
十
七
・
応
徳
三
年
十
二
月
二
十
九
日

主
計
寮
解
が
あ
り
、
大
炊
寮
納
米
と
寺
院
に
納
入
さ
れ
る
加
挙
米
に
分
け
て
諸

司
・
諸
宮
・
寺
院
へ
の
納
入
を
完
了
し
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
て
、
雑
米
惣
返

抄
の
記
載
内
容
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
惣
返
抄
を
何
年
分
請
け
た
か
が
、
受
領
功

過
定
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
。

こ
の
雑
米
惣
返
抄
の
重
要
な
制
度
的
変
更
と
し
て
『
三
代
格
』
巻
十
四
・
寛
平

十
年
（
八
九
八
）
二
月
二
十
七
日
太
政
官
符
が
あ
る
。
こ
の
官
符
所
引
の
備
前
国

解
に
よ
る
と
、「
年
料
税
舂
米
」
は
当
年
の
舂
米
を
翌
年
料
と
し
て
納
入
す
る
が
、

同
じ
く
雑
米
抄
帳
に
載
せ
る
大
炊
寮
生
大
豆
・
小
豆
等
の
雑
穀
や
大
膳
職
醤
大
豆
、

お
よ
び
諸
司
の
大
粮
に
充
て
る
租
舂
米
は
、
当
年
収
納
分
を
交
易
進
上
し
た
り
、

あ
ら
か
じ
め
舂
備
し
官
符
の
到
来
に
し
た
が
っ
て
納
入
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

任
終
年
分
を
納
入
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
さ
ら
に
雑
米
抄
帳
は
必
ず
税
帳
と

勘
合
す
る
が
、
当
年
税
帳
は
翌
年
二
月
を
提
出
期
限
と
す
る
た
め
、
任
終
年
分
の

抄
帳
と
税
帳
を
勘
合
し
返
抄
を
請
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
こ
の
求
め
に

応
え
、
こ
れ
以
後
前
司
任
終
年
の
雑
米
は
前
司
が
納
入
し
、
後
司
が
公
文
勘
会
と

惣
返
抄
の
弁
請
を
行
な
う
こ
と
と
さ
れ
た
。
し
か
し
延
喜
十
二
年
（
九
一
二
）
十

月
十
一
日
太
政
官
符
に
よ
っ
て
惣
返
抄
の
弁
請
責
任
は
当
任
四
年
間
に
改
め
ら
れ

た
ら
し
く
（『
江
家
次
第
』
巻
四
・
定
受
領
功
過
事
）、『
延
喜
交
替
式
』
９６
条
に

引
き
継
が
れ
て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
�
・
�
文
書
を
解
釈
し
よ
う
。
�
文
書
は
尾
張
国
の
当
任
受

領
源
師
俊
に
よ
る
申
請
で
あ
る
。
師
俊
は
永
久
三
年
十
二
月
十
六
日
に
着
任
と
あ

る
が
、
お
そ
ら
く
計
歴
し
て
永
久
四
年
を
任
初
年
（
永
久
三
年
は
前
司
任
終
年
）

と
し
、
本
文
書
を
提
出
し
た
元
永
二
年
ま
で
の
四
年
間
在
任
し
た
。
�
文
書
に
よ

れ
ば
師
俊
は
四
年
間
の
済
物
を
弁
済
し
た
が
、
前
司
高
階
為
遠
は
公
文
勘
済
を
遂

げ
ず
に
卒
去
し
た
。
為
遠
は
任
中
八
箇
年
の
官
物
を
弁
済
し
た
こ
と
が
不
与
解
由

状
に
記
載
し
て
あ
る
が
、
雑
米
惣
返
抄
を
請
け
ず
に
卒
去
し
た
た
め
、
そ
の
済
否

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
師
俊
が
自
ら
の
公
文
勘
会
を
受
け
る

際
に
所
司
で
問
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
先
例
に
な
ら
い
前
司
任
終
年
の
雑
米
抄
帳

を
免
除
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
。

前
述
の
寛
平
十
年
官
符
の
内
容
を
踏
ま
え
れ
ば
、
師
俊
が
勘
済
し
よ
う
と
し
た

の
は
税
帳
で
あ
り
、「
所
司
」
は
主
税
寮
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
税
帳
は
前
司
任

終
年
と
当
任
三
年
の
四
年
分
の
勘
済
責
任
が
あ
り
、
前
司
任
終
年
の
税
帳
は
前
司

の
責
任
に
属
す
る
雑
米
抄
帳
と
勘
会
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
前
司
が
雑
米
惣

返
抄
を
請
け
ず
に
死
亡
し
た
場
合
、
税
帳
勘
会
と
の
整
合
性
を
保
つ
た
め
に
後
司

に
前
司
任
終
年
雑
米
惣
返
抄
の
弁
請
責
任
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
『
北
山
抄
』
巻
十
・
吏
途
指
南
（
前
司
卒
去
国
任
終
年
雑
米
事
）

に
も
関
連
す
る
記
載
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
司
に

と
っ
て
極
め
て
不
利
な
処
分
で
あ
る
。
そ
の
た
め
�
文
書
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
国
司
の
申
請
に
よ
っ
て
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
通
例
と
な
っ
た
。
た
だ
し

『
小
右
記
』
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
九
月
十
四
日
条
で
は
、
前
司
卒
去
国
の
受

領
が
五
年
の
雑
米
惣
返
抄
を
受
け
て
税
帳
勘
会
を
行
な
う
の
が
「
流
例
」
と
さ
れ

て
お
り
、
十
一
世
紀
前
半
に
は
ま
だ
雑
米
免
除
申
請
は
一
般
的
で
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
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こ
の
雑
米
免
除
申
請
を
許
可
し
、
そ
の
旨
を
民
部
省
を
通
じ
て
主
税
寮
に
通
達

し
た
の
が
�
文
書
で
あ
る
。
⑭
文
書
中
の
主
税
寮
勘
返
に
「
宣
旨
が
な
け
れ
ば
簡

単
に
免
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
雑
米
免
除
の
裁
可
は
宣
旨

に
よ
っ
て
関
係
所
司
に
通
達
さ
れ
る
。
ま
た
、
�
文
書
は
奉
勅
の
宣
旨
で
あ
り
、

雑
米
免
除
申
請
は
天
皇
の
裁
可
が
必
要
だ
っ
た
点
も
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
宣

旨
の
決
裁
文
言
に
は
「
年
料
米
を
除
く
」
と
の
条
件
が
あ
る
。『
群
載
』
巻
二
十

八
所
収
の
天
永
年
間
の
主
計
寮
大
勘
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
天
仁
二
年
（
一
一
〇

九
）
の
丹
波
国
雑
米
免
除
宣
旨
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
り
、
寺
社
料
加
挙
米
や
臨

時
の
進
官
米
以
外
の
年
料
米
は
容
易
に
は
免
除
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

�
文
書
が
作
成
さ
れ
た
元
永
二
年
十
二
月
二
十
九
日
は
、『
中
右
記
』
同
日
条

に
著
名
な
因
幡
国
の
公
文
勘
会
に
関
す
る
記
述
が
残
さ
れ
て
お
り
、
同
国
の
知
行

国
主
宗
忠
の
努
力
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
彼
が
公
文
勘
済
を
急
い
だ
の

は
翌
年
正
月
六
日
の
叙
位
議
以
前
に
勘
会
を
終
え
れ
ば
任
中
公
文
勘
済
と
み
な
さ

れ
功
過
に
優
利
と
な
る
た
め
で
あ
っ
た
（「
任
中
」
に
つ
い
て
は
玉
井
力
「
受
領

巡
任
に
つ
い
て
」『
平
安
時
代
の
貴
族
と
天
皇
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
、
初
出

一
九
八
一
参
照
）。
�
文
書
の
日
付
が
十
二
月
二
十
九
日
な
の
も
ほ
ぼ
同
様
の
背

景
が
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
お
、『
中
右
記
』
同
日
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
の

結
政
請
印
に
お
い
て
「
尾
張
前
司
師
俊
不
堪
官
符
」
が
請
印
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

『
長
秋
記
』
同
日
条
に
「
雑
米
免
除
宣
旨
」
が
大
史
小
槻
盛
仲
に
よ
っ
て
作
成
・

送
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
同
日
に
作
業
が
行
わ
れ
た
山
城
国
の
公
文
勘
会
に

関
す
る
も
の
か
。『
群
載
』
巻
二
十
七
・
元
永
二
年
二
月
二
十
九
日
山
城
国
請
印

目
録
も
参
照
。
ち
な
み
に
『
群
載
』
巻
二
十
七
に
は
、
元
永
二
年
十
二
月
二
十
五

日
付
の
尾
張
国
封
戸
収
給
に
関
す
る
二
寮
宛
民
部
省
符
も
載
せ
る
。

最
後
に
、
校
訂
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
付
記
し
て
お
き
た
い
。
�
文
書
に
は
�

文
書
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
字
句
が
異
な
る
場
合
、
伴
本
は
�
文
書
に

依
拠
し
て
�
文
書
の
字
句
を
校
訂
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
個
所
が
散
見
し
（
逆
に

�
文
書
を
�
文
書
に
よ
り
校
訂
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
）、
国
史
大
系
本
に
引
き

継
が
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
底
・
葉
・
紅
・
東
の
字
句
を
優
先
し
両
者
間
の
相
違

に
基
づ
く
校
訂
は
基
本
的
に
避
け
る
方
針
を
と
っ
た
。
し
た
が
っ
て
両
者
の
明
ら

か
な
矛
盾
（
�
文
書
「
永
久
三
年
」
と
�
文
書
「
永
久
弐
年
」、
�
文
書
「
今

年
」
と
�
文
書
「
八
箇
年
」
な
ど
）
も
あ
え
て
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
部
分
が
あ

る
が
、
文
書
の
註
釈
を
行
な
う
上
で
は
、
比
較
的
原
型
に
近
い
と
思
わ
れ
る
�
文

書
校
訂
本
文
に
よ
っ
て
統
一
し
て
い
る
。

【
関
連
史
料
】

『
北
山
抄
』
巻
十
・
吏
途
指
南
（
前
司
卒
去
国
任
終
年
雑
米
事
）、『
三
代
格
』
巻

十
四
・
寛
平
十
年
二
月
二
十
七
日
太
政
官
符
、『
延
喜
交
替
式
』
９６
条
、『
中
右

記
』
元
永
二
年
十
二
月
二
十
九
日
条

【
参
考
文
献
】

北
條
秀
樹
「
文
書
行
政
よ
り
見
た
る
国
司
受
領
化
」（『
日
本
古
代
国
家
の
地
方
支

配
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
、
初
出
一
九
七
五
）、
佐
藤
信
「
雑
米
未
進
に
み

る
律
令
財
政
の
変
質
」（『
日
本
古
代
の
宮
都
と
木
簡
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
、

初
出
一
九
八
一
）

（
神
戸

航
介
）

⑯
主
計
寮
越
勘
続
文

⑴

越
勘
續
文
四
通
〈
主
計
・
主
税
〉

主
計
寮

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

勘
山
城
國
申
請
越
勘
前
前
司
守
藤
原
朝
臣
伊
家
任
終
承
保
三
、
次
守
源
朝
臣
公
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⑼

⑽

綱
任
承
暦
元
二
三
、
并
四
箇
年
公
文
事

⑾

⑿

右
官
宣
、
件
國
申
請
前
前
司
守
藤
原
朝
臣
伊
家
任
終
承
保
三
、
次
守
源
朝
臣
公
綱

⒀

⒁

⒂

⒃

任
承
暦
元
二
三
并
四
箇
年
公
文
済
否
之
由
、
宜
勘
申
者
。
件
年
年
帳
、
未
勘
。
仍

勘
申
。

永
保
三
年

月

日

笇
師
菅
野

權
少
允
紀

⒄

⒅

⒆

頭
兼
紀
伊
守
小
槻
宿
祢

權
少
属
紀

【
校
訂
註
】

⑴

四
…
「
日
」（
紅
）、「
日
」〔「
四
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑵

申
…
「
中
」〔「
申
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑶

請
…
「
詩
」（
東
）

⑷

前
…
「
々
」〔「
イ
无
」
と
朱
傍
書
〕（
伴
）

⑸

守
…
脱
（
葉
）

⑹

臣
…
「
卜
」〔「
臣
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑺

終
…
「
給
」（
紅
）、「
給
」〔「
終
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑻

承
…
「
永
」〔「
承
」
と
朱
傍
訂
〕（
伴
）

⑼

承
暦
…
「
暦
承
」（
底
・
葉
・
東
）、「
暦
永
」（
紅
）、「
暦
永
」〔「
永
」
を
抹

消
、「
暦
」
の
上
に
「
承
」
を
補
〕（
伴
）

⑽

箇
…
「
少
」〔「
个
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑾

前
…
「
々
」〔「
イ
无
」
と
朱
傍
書
〕（
伴
）

⑿

承
…
「
永
」〔「
承
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⒀

承
…
「
水
」〔「
承
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⒁

暦
…
「
保
」〔「
暦
」
と
傍
訂
〕（
葉
）

⒂

年
…
脱
（
東
）

⒃

帳
…
「
限
」〔「
帳
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⒄

守
…
脱
〔「
守
」
を
補
〕（
伴
）

⒅

小
…
「
少
」（
紅
・
東
）

⒆

權
…
「
権
」〔「
橘
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

【
書
き
下
し
】

越
勘
続
文
四
通
〈
主
計
・
主
税
〉

主
計
寮

⑴

⑵

⑶

（
一
〇
七
六
）

山
城
国
の
越
勘
を
申
し
請
ふ
前
前
司
藤
原
朝
臣
伊
家
の
任
終
承
保
三
、
次
の
守

⑷

（
一
〇
七
七
〜
一
〇
七
九
）

源
朝
臣
公
綱
の
任
承
暦
元
二
三
、
并
せ
て
四
箇
年
の
公
文
を
勘
す
る
事

右
官
宣
す
ら
く
、
件
の
国
の
申
し
請
ふ
前
前
司
守
藤
原
朝
臣
伊
家
の
任
終
承
保
三
、

次
の
守
源
朝
臣
公
綱
の
任
承
暦
元
二
三
并
せ
て
四
箇
年
の
公
文
の
済
否
の
由
、
宜

し
く
勘
申
す
べ
し
、
て
へ
り
。
件
の
年
年
の
帳
、
未
だ
勘
せ
ず
。
仍
て
勘
申
す
。

（
一
〇
八
三
）

⑸

永
保
三
年

月

日

算
師
菅
野

⑹権
少
允
紀

⑺

⑻

頭
兼
紀
伊
守
小
槻
宿
祢

権
少
属
紀

【
註
】

⑴

山
城
国

当
時
の
国
司
は
源
長
俊
。『
群
載
』
巻
二
十
八
・
応
徳
三
年
（
一

〇
八
六
）
穀
倉
院
納
畢
勘
文
に
前
山
城
国
守
従
五
位
下
と
見
え
、
彼
の
任
期

で
あ
る
承
暦
四
年
（
一
〇
八
〇
）
か
ら
永
保
三
年
（
一
〇
八
三
）
ま
で
の
四

年
間
に
お
け
る
、
穀
倉
院
へ
の
率
分
納
入
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑵

越
勘

当
任
の
国
司
が
公
文
を
勘
会
し
よ
う
と
す
る
時
に
、
以
前
の
国
司
の

う
ち
生
存
し
て
い
る
者
の
公
文
の
勘
会
を
一
時
的
に
保
留
し
て
、
当
任
の
公

文
か
ら
勘
会
し
て
い
く
措
置
。『
三
代
格
』
巻
十
二
・
寛
平
九
年
（
八
九
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七
）
六
月
十
九
日
太
政
官
符
に
は
大
宰
府
管
内
の
特
例
措
置
と
し
て
そ
の
端

緒
が
見
ら
れ
、『
要
略
』
巻
五
十
七
・
承
平
七
年
（
九
三
七
）
五
月
五
日
太

政
官
符
に
よ
っ
て
一
般
化
し
た
と
さ
れ
る
。

⑶

藤
原
朝
臣
伊
家

藤
原
良
経
の
男
。
母
は
備
中
守
藤
原
隆
光
女
。『
為
房
卿

記
』
延
久
五
年
（
一
〇
七
三
）
正
月
三
十
日
条
に
山
城
守
に
任
じ
ら
れ
た
こ

と
が
見
え
る
。
但
し
藤
原
公
基
の
男
に
藤
原
伊
家
（
一
〇
四
一
〜
一
〇
八

四
）
と
い
う
同
名
の
人
物
が
お
り
、
本
文
書
及
び
『
為
房
卿
記
』
に
現
れ
て

い
る
の
が
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
不
明
。

⑷

源
朝
臣
公
綱

源
隆
国
の
男
。『
水
左
記
』
永
保
四
年
（
一
〇
八
四
）
五
月

四
日
条
に
前
山
城
国
守
と
見
え
る
。

⑸

算
師
菅
野

未
詳
。
�
文
書
に
も
見
え
て
お
り
、
承
暦
四
年
（
一
〇
八
〇
）

以
降
永
保
三
年
（
一
〇
八
三
）
ま
で
続
け
て
主
計
寮
の
算
師
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

⑹

権
少
允
紀

未
詳
。

⑺

小
槻
宿
祢

当
時
の
紀
伊
守
は
小
槻
孝
信
（
一
〇
一
七
〜
一
〇
八
六
）。
小

槻
貞
行
の
男
。『
水
左
記
』
承
暦
元
年
（
一
〇
七
七
）
十
二
月
二
十
一
日
条

に
紀
伊
守
、『
群
載
』
巻
八
・
承
暦
四
年
（
一
〇
八
〇
）
十
月
二
十
八
日
二

寮
頭
助
等
解
に
従
四
位
下
行
主
計
頭
兼
算
博
士
紀
伊
守
と
し
て
見
え
る
。
ま

た
、『
左
経
記
』
承
暦
五
年
（
一
〇
八
一
）
七
月
十
八
日
条
に
「
紀
伊
守
孝

□
宿
祢
」
と
あ
る
の
も
小
槻
孝
信
で
あ
ろ
う
。
�
文
書
に
も
「
頭
兼
算
博
士

紀
伊
守
」
と
見
え
て
い
る
。

⑻

権
少
属
紀

未
詳
。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

越
勘
と
は
、
公
文
勘
会
に
際
し
て
行
わ
れ
る
措
置
の
一
つ
で
あ
る
。
公
文
勘
会

を
行
お
う
と
す
る
国
司
（
当
任
）
が
、
以
前
の
国
司
（
前
任
）
の
公
文
が
未
勘
で

あ
っ
た
場
合
に
、
前
任
の
公
文
の
勘
会
を
一
時
的
に
保
留
し
て
、
当
任
の
公
文
か

ら
先
に
勘
会
す
る
こ
と
を
言
う
。

摂
関
期
以
降
の
国
司
の
交
替
時
に
お
け
る
文
書
行
政
に
つ
い
て
は
、
北
條
秀
樹

氏
や
寺
内
浩
氏
、
玉
井
力
氏
ら
に
よ
る
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

在
り
方
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
越
勘
に
つ
い
て
正
面
か
ら
取
り
上

げ
た
論
考
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
鈴
木
一
見
氏
が
そ
の
論
考
に
お
い
て
、
勘
出
と
の

相
違
を
明
確
化
す
る
た
め
に
詳
細
な
検
討
を
行
っ
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
以
下
で
は
先
行
研
究
を
も
と
に
、
越
勘
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

十
世
紀
に
入
る
と
大
帳
・
税
帳
の
勘
会
制
が
解
体
し
、
正
税
帳
や
調
庸
帳
等
の

公
文
は
任
終
年
、
あ
る
い
は
得
替
後
に
一
括
し
て
勘
会
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
。
正
税
帳
を
勘
会
す
る
際
に
は
、
前
年
の
も
の
と
比
較
し
て
収
支
が
適
切

な
も
の
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
作
業
が
行
わ
れ
た
た
め
、
公
文
の
勘
会
は
古
い
も

の
か
ら
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
未
勘
の
公
文
が
累
積
す
る
こ
と
に
よ
り
、

公
文
勘
会
と
現
実
の
状
況
と
が
乖
離
し
て
い
く
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。
こ
の
よ

う
な
中
で
、
前
任
の
公
文
を
一
時
的
に
保
留
す
る
越
勘
と
い
う
措
置
が
現
わ
れ
て

く
る
。『
三
代
格
』
巻
十
二
・
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
六
月
十
九
日
太
政
官
符
は

そ
の
早
い
例
で
、
こ
こ
で
は
源
希
の
奏
に
よ
り
、
旧
年
の
も
の
が
未
勘
の
ま
ま
累

積
し
て
い
た
大
宰
府
管
内
の
公
文
に
つ
い
て
、
前
任
の
公
文
の
勘
会
を
一
旦
保
留

し
、
先
に
当
任
の
公
文
を
勘
会
し
て
か
ら
旧
帳
を
勘
会
す
る
と
い
う
措
置
が
と
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
措
置
は
『
符
宣
抄
』
第
八
・
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
太
政
官

符
に
引
く
前
摂
津
国
司
源
正
清
の
奏
に
お
い
て
越
勘
の
先
例
と
し
て
言
及
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
措
置
を
一
般
化
し
た
の
は
『
要
略
』
巻
五
十
七
・
承

平
七
年
（
九
三
七
）
五
月
五
日
太
政
官
符
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
従
来

単
に
八
年
分
の
公
文
を
勘
済
す
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
旧
年
の
公
文
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ば
か
り
が
勘
会
さ
れ
て
当
任
の
公
文
が
勘
会
さ
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
前
述
の

『
三
代
格
』
巻
十
二
・
寛
平
九
年
六
月
十
九
日
太
政
官
符
を
基
準
と
し
つ
つ
、
未

勘
と
な
っ
て
い
る
旧
年
の
帳
の
う
ち
古
い
も
の
か
ら
四
年
分
に
加
え
、
必
ず
直
前

の
国
司
（
前
司
）
の
任
終
年
と
当
任
三
年
を
合
わ
せ
た
四
年
分
の
合
計
八
年
分
を

勘
済
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
こ
の
太
政
官
符
に
よ
っ
て
、
越
勘
は
文
書
行
政

上
の
一
形
態
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
司
任
終
年
と
当
任
三
年
の
他
、

前
任
の
未
勘
の
公
文
は
古
い
も
の
か
ら
勘
会
し
て
い
く
こ
と
は
、
そ
の
後
も
原
則

と
な
っ
て
い
る
。

越
勘
は
、
前
司
の
公
文
が
未
勘
で
あ
る
場
合
に
必
要
と
な
る
措
置
で
あ
る
。
こ

の
た
め
、
⑳
・
㉑
・
㉒
文
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
前
司
の
怠
慢
に
よ
っ
て
当
任

の
功
績
が
不
当
に
損
な
わ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
、
と
い
う
前
司
・
後
司
間
の
責
任
の

分
離
が
越
勘
申
請
に
際
し
て
の
常
套
句
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
前
述
の

『
三
代
格
』
巻
十
二
・
寛
平
九
年
六
月
十
九
日
太
政
官
符
や
『
要
略
』
巻
五
十

七
・
承
平
七
年
五
月
五
日
太
政
官
符
に
は
、
勘
会
さ
れ
る
公
文
と
実
態
と
の
乖
離

や
、
未
納
の
責
任
の
所
在
が
曖
昧
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ

の
よ
う
な
前
司
・
後
司
間
の
責
任
の
分
離
と
い
う
理
念
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
こ
れ
は
、
調
庸
弁
済
に
お
け
る
前
司
・
後
司
間
の
責
任
の
分
離
を
打
ち
出

し
た
『
三
代
格
』
巻
五
・
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
七
月
二
十
三
日
太
政
官
符
に
見

え
る
藤
原
保
則
解
状
以
来
一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
後
出
の
㉑
・
㉒
文

書
に
見
え
る
よ
う
に
、
越
勘
は
前
司
一
人
を
対
象
と
し
た
の
で
は
な
く
、
生
存
し

て
い
る
場
合
は
前
々
司
以
前
も
含
め
て
広
く
前
任
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
。

な
お
、『
左
経
記
』
長
元
七
年
（
一
〇
三
四
）
七
月
二
十
三
日
条
に
は
、
前
司

が
配
流
さ
れ
た
際
に
、
死
亡
し
た
場
合
に
准
じ
て
勘
出
を
許
可
す
べ
き
で
あ
る
と

の
説
を
載
せ
る
が
、『
符
宣
抄
』
第
八
・
長
元
七
年
七
月
十
五
日
太
政
官
符
で
は

結
局
越
勘
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
符
宣
抄
』
第
八
・
長
元
九
年

（
一
〇
三
六
）
八
月
三
十
日
太
政
官
符
で
も
、
勘
出
で
は
な
く
越
勘
を
許
可
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
前
任
の
死
亡
以
外
を
理
由
と
し
た
勘
出
は
行
わ
な
い

と
い
う
方
針
が
窺
え
る
。

越
勘
が
許
可
さ
れ
た
と
し
て
も
、
前
司
以
前
の
欠
失
・
未
納
分
の
填
納
と
い
う

問
題
が
残
さ
れ
た
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
越
勘
は
あ
く
ま
で
当
任
の
公
文
勘
会

を
先
に
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
前
司
以
前
の
公
文
の
勘
会
と
、
欠
失
・
未
納
分
の

填
納
の
義
務
は
免
除
さ
れ
な
か
っ
た
。
先
に
言
及
し
た
『
三
代
格
』
巻
十
二
・
寛

平
九
年
六
月
十
九
日
太
政
官
符
お
よ
び
『
要
略
』
巻
五
十
七
・
承
平
七
年
五
月
五

日
太
政
官
符
で
は
、
旧
帳
を
勘
会
し
て
填
納
す
べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
、「
新
帳
」

即
ち
当
任
の
公
文
に
追
徴
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
北
山
抄
』
巻
十
・
吏
途
指
南
（
勘
済
前
任
公
文
事
）
に
載
せ
る
天
徳

三
年
（
九
五
九
）
宣
旨
に
は
、
前
司
以
前
の
税
帳
勘
会
に
関
す
る
填
納
の
義
務
に

つ
い
て
記
載
す
る
。
こ
の
宣
旨
は
越
勘
に
直
接
言
及
し
た
も
の
で
は
な
く
、
前
任

の
公
文
を
勘
会
す
る
場
合
の
当
任
の
義
務
を
規
定
し
て
い
る
。
同
宣
旨
は
、
勘
会

の
際
に
、
税
帳
に
「
舂
米
・
例
交
易
等
料
」
と
し
て
支
出
の
記
載
が
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
勘
会
を
行
う
主
税
寮
か
ら
主
計
寮
に
問
い
合
わ
せ
た
結
果
、
そ
の
事
実

が
確
認
で
き
な
い
場
合
に
は
、
実
際
の
支
出
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
当

任
の
税
帳
の
填
納
に
よ
る
収
入
項
目
に
、
支
出
額
と
同
額
の
収
入
を
記
載
す
る
こ

と
で
、
そ
の
国
に
お
け
る
帳
簿
上
の
収
支
を
相
殺
す
る
措
置
を
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
宣
旨
は
、
前
任
の
公
文
を
勘
会
す
る
際
に
、
舂
米
や
例
交
易
と
い
っ
た
中
央

へ
貢
納
す
べ
き
項
目
の
経
費
の
確
認
を
厳
密
に
す
る
も
の
で
、
同
じ
く
『
北
山

抄
』
巻
十
・
吏
途
指
南
（
勘
出
事
）
に
見
え
る
「
天
徳
起
請
」
と
同
一
視
さ
れ
る
。

同
起
請
で
は
、
交
替
に
際
し
て
舂
米
・
例
交
易
を
勘
出
せ
ず
、
後
任
国
司
に
填
納

さ
せ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
後
任
国
司
に
よ
る
填
納
と
い
う

313



形
式
で
、
帳
簿
上
の
収
支
を
相
殺
す
る
措
置
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
天

徳
三
年
宣
旨
（
天
徳
起
請
）
に
つ
い
て
は
、
前
任
の
公
文
を
勘
会
す
る
際
の
、
後

任
国
司
の
義
務
を
限
定
し
た
も
の
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

同
宣
旨
に
続
け
て
、
越
勘
し
た
場
合
に
考
え
ら
れ
る
措
置
に
つ
い
て
藤
原
公
任

の
注
釈
が
付
さ
れ
て
お
り
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
当
任
が
自
ら
の

公
文
を
勘
会
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
越
勘
宣
旨
に
よ
っ
て
前
司
の
公
文
を
保
留

す
る
と
し
て
も
、
前
司
を
含
む
前
任
の
公
文
を
勘
済
す
る
義
務
自
体
が
免
除
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
旧
帳
は
古
い
も
の
か
ら
勘
会
す
る
と
い
う
原
則
に
従

う
た
め
、
前
司
以
前
の
公
文
に
未
勘
の
も
の
が
多
い
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
は
宣
旨

に
述
べ
る
通
り
に
、
舂
米
・
例
交
易
等
の
正
税
支
出
に
つ
い
て
、
当
任
の
任
中
に

填
納
し
た
こ
と
と
し
て
当
任
の
税
帳
に
記
載
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
勘
済
と
す
る
の

で
あ
る
。
公
任
の
注
釈
は
宣
旨
の
規
定
が
越
勘
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し

て
い
る
。

さ
ら
に
、
尊
経
閣
文
庫
永
正
本
『
北
山
抄
』
裏
書
「
越
勘
事
」
に
は
、
前
司
に

未
勘
の
公
文
が
あ
る
場
合
は
、
後
司
は
前
任
の
う
ち
現
在
生
存
し
て
い
る
者
の
公

文
を
除
い
て
、
そ
の
前
後
で
既
に
死
亡
し
て
い
る
者
の
公
文
に
つ
い
て
宣
旨
に
よ

り
勘
会
す
る
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
旧
帳
を
勘
会
す
る
際
に
越
勘
宣
旨
に
よ
っ
て
生

存
者
の
公
文
を
保
留
す
る
手
続
き
で
あ
る
。
同
史
料
に
付
さ
れ
た
割
注
に
は
、
さ

ら
に
次
の
国
司
（
後
々
司
）
が
公
文
を
勘
会
す
る
時
に
、
後
司
が
越
勘
し
た
当
時

生
存
し
て
い
た
者
の
保
留
さ
れ
た
公
文
に
つ
い
て
、
後
々
司
が
勘
会
す
る
前
に
そ

れ
ら
の
者
が
死
亡
し
た
な
ら
、
そ
の
公
文
に
つ
い
て
勘
出
の
宣
旨
を
下
す
べ
き
か

と
し
て
い
る
。

本
文
書
の
位
置
づ
け
と
機
能
の
検
討
に
移
ろ
う
。
本
文
書
は
主
計
寮
の
勘
文
で

あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
越
勘
の
申
請
が
あ
っ
た
公
文
に
つ
い
て
、
勘
済
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
答
申
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
越
勘
を
許
可
す
る
ま

で
の
一
連
の
手
続
き
の
中
に
あ
っ
て
、
本
文
書
は
、
主
計
寮
が
越
勘
申
請
の
対
象

と
さ
れ
た
時
期
の
税
帳
を
除
く
公
文
に
つ
い
て
勘
済
の
有
無
を
確
認
し
、
申
請
が

適
正
な
も
の
で
あ
る
か
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
㉒
文
書
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
諸
国
司
か
ら
越
勘
の
申
請
が
な
さ
れ
る
と
、
弁
官
の
指
示
に
よ
り
本
文
書
及
び

⑱
・
⑲
文
書
の
よ
う
な
形
で
、
主
計
寮
・
主
税
寮
に
よ
る
前
司
以
前
の
税
帳
そ
の

他
の
公
文
に
つ
い
て
の
勘
済
の
有
無
の
点
検
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
越

勘
の
許
可
が
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
前
述
の
『
北
山
抄
』
な
ど
の
記

述
か
ら
、
越
勘
の
許
可
は
宣
旨
の
形
式
で
下
さ
れ
る
も
の
と
の
認
識
が
窺
え
る
。

そ
の
実
例
は
⑳
・
㉑
文
書
に
見
ら
れ
る
が
、
先
に
掲
げ
た
『
符
宣
抄
』
所
載
の
長

元
七
年
七
月
十
五
日
太
政
官
符
・
長
元
九
年
八
月
三
十
日
太
政
官
符
な
ど
か
ら
、

民
部
省
へ
の
太
政
官
符
も
発
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
㉒
文
書
で
は
、
越

勘
を
申
請
す
る
解
文
の
中
で
「
下
宣
旨
於
所
司
」
と
あ
り
、
同
様
の
文
言
が
越
勘

関
係
の
文
書
に
多
く
見
ら
れ
る
。
民
部
省
お
よ
び
主
計
寮
・
主
税
寮
に
対
し
て
越

勘
を
指
示
す
る
宣
旨
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
同
じ
指
示

を
伝
え
る
太
政
官
符
が
発
給
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

【
関
連
史
料
】

『
北
山
抄
』
巻
十
・
吏
途
指
南
（
勘
済
前
任
公
文
事
）、『
三
代
格
』
巻
十
二
・
寛

平
九
年
六
月
十
九
日
太
政
官
符
、『
要
略
』
巻
五
十
七
・
承
平
七
年
五
月
五
日
太

政
官
符
、『
符
宣
抄
』
第
八
・
越
勘
事

【
参
考
文
献
】

北
條
秀
樹
「
文
書
行
政
よ
り
見
た
る
国
司
受
領
化
」（『
日
本
古
代
国
家
の
地
方
支

配
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
、
初
出
一
九
七
五
）、
寺
内
浩
「
大
帳
・
正
税
帳

制
度
の
解
体
」（『
受
領
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
四
、
初
出
一
九
九
四
）、
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玉
井
力
「
十
・
十
一
世
紀
の
日
本
」（『
平
安
時
代
の
貴
族
と
天
皇
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
〇
、
初
出
一
九
九
五
）、
鈴
木
一
見
「
勘
出
の
申
請
と
出
雲
国
正
税
返
却

帳
」（
羽
下
徳
彦
編
『
中
世
の
社
会
と
史
料
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
）、
玉
井

力
「
勘
出
考
」（『
日
本
歴
史
』
七
二
〇
、
二
〇
〇
八
）

（
古
田

一
史
）

⑰
主
税
寮
勘
文

⑴

主
税
寮
〈
解
由
續
文
如
何
〉

⑵

勘
前
美
作
介
従
五
位
下
橘
朝
臣
則
隆
解
由
事

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

右
官
宣
、
件
則
隆
任
中
税
帳
勘
済
不
足
之
由
、
宜
勘
申
者
。
檢
案
内
、
前
司
任
終

⑻

長
保
五
年
、
當
任
寛
弘
二
三
并
四
ヶ
年
税
帳
未
勘
畢
。
仍
勘
申
。

⑼

寛
弘
五
年
十
二
月
廿
九
日

少
属
秦
連
理

權
少
允

【
校
訂
註
】

⑴

文
…
「
又
」〔「
文
」
と
朱
傍
書
〕（
伴
）

⑵

則
隆
…
「
清
則
隆
」〔「
清
」
に
抹
消
符
あ
り
〕（
伴
）

⑶

隆
…
脱
（
底
・
葉
・
紅
・
東
）、
脱
〔「
隆
」
を
補
〕（
伴
）

⑷

宜
…
脱
〔「
宜
」
を
朱
補
〕（
伴
）

⑸

檢
…
「
檢
」〔「
謹
」
を
朱
補
〕（
伴
）、「
謹
檢
」（
大
）

⑹

内
…
欠
（
紅
）

⑺

終
…
「
修
」〔「
終
歟
」
と
傍
書
〕（
葉
）、「
修
」（
紅
）

⑻

帳
…
脱
〔「
帳
」
を
補
〕（
東
）

⑼

秦
…
「
奉
」〔「
秦
」
と
朱
傍
書
〕（
伴
）

【
書
き
下
し
】

⑴

⑵

主
税
寮
〈
解
由
続
文
如
何
〉

⑶

前
美
作
介
従
五
位
下
橘
朝
臣
則
隆
の
解
由
を
勘
ず
る
事

⑷

右
官
宣
す
ら
く
、
件
の
則
隆
任
中
税
帳
勘
済
不
足
の
由
、
宜
し
く
勘
申
す
べ
し
、

⑸

（
一
〇
〇
三
）

⑹
（
一
〇
〇
五
〜
一
〇
〇
六
）

て
へ
り
。
案
内
を
検
ず
る
に
、
前
司
任
終
長
保
五
年
、
当
任
寛
弘
二
三
併
せ
て
四

ヶ
年
の
税
帳
未
だ
勘
畢
せ
ず
。
仍
て
勘
申
す
。

（
一
〇
〇
八
）

⑺

寛
弘
五
年
十
二
月
廿
九
日

少
属
秦
連
理

⑻権
少
允

【
註
】

⑴

解
由
続
文
如
何

本
文
書
は
越
勘
続
文
と
し
て
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

内
容
は
解
由
を
得
た
橘
朝
臣
則
隆
の
正
税
帳
の
勘
済
を
太
政
官
が
調
べ
さ
せ

た
も
の
で
あ
り
、
越
勘
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
こ
の
書
き
込
み
も
そ
の
こ
と

と
関
係
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
書
き
込
み
が
編
者
三
善
為
康
に

よ
る
も
の
か
後
人
に
よ
る
も
の
か
は
未
詳
で
あ
る
。

⑵

如
何

諸
本
と
も
に
草
書
体
で
書
か
れ
て
お
り
前
後
の
文
字
と
字
体
が
異
な

る
た
め
、
追
筆
の
可
能
性
が
あ
る
。

⑶

橘
朝
臣
則
隆

橘
好
古
の
孫
、
橘
敏
政
の
子
に
当
た
り
、
橘
氏
氏
長
者
を
務

め
た
。
美
作
介
に
な
る
以
前
は
蔵
人
、
式
部
丞
、
右
衛
門
尉
な
ど
を
歴
任
し

た
。
寛
弘
五
年
に
は
敦
成
親
王
（
後
一
条
天
皇
）
別
当
と
な
り
（『
御
産
部

類
記
』
不
知
記
寛
弘
五
年
十
月
十
六
日
条
）、
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
に

美
作
守
、
寛
仁
元
年
に
は
五
節
舞
姫
を
献
じ
た
（『
小
右
記
』
寛
仁
元
年

〈
一
〇
一
七
〉
十
月
四
日
条
）。
同
年
か
ら
但
馬
守
と
し
て
見
え
、
最
終
的
に

正
四
位
下
ま
で
昇
っ
た
。『
小
右
記
』
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
六
月
五
日

条
に
故
但
馬
守
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
あ
た
り
で
卒
去
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。
則
隆
は
当
時
摂
関
家
家
司
が
多
く
任
官
さ
れ
た
美
作
国
の
受
領
と
し
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て
見
え
る
ほ
か
、
の
ち
の
後
一
条
天
皇
家
別
当
を
務
め
た
り
、
五
節
舞
姫
を

献
上
し
た
り
と
、
摂
関
家
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

⑷

不
足
「
勘
済
不
足
」
と
い
う
表
現
で
は
意
味
が
通
ら
な
い
た
め
、
お
そ
ら

く
元
は
�
・
�
文
書
に
「
勘
否
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
勘
済
否
」
で
あ
っ
た

可
能
性
が
あ
る
。
な
お
�
文
書
に
も
「
勘
済
不
足
」
と
あ
る
。

⑸

前
司

美
作
国
の
前
司
と
し
て
は
、
長
保
五
年
に
播
磨
守
に
転
じ
た
源
経
房

（『
補
任
』
寛
仁
二
年
項
）
が
見
え
る
が
、
経
房
は
長
保
三
年
か
ら
蔵
人
頭
と

し
て
見
え
て
い
る
（『
小
右
記
』
長
保
三
年
十
月
七
日
条
）。
ま
た
『
御
産
部

類
記
』
不
知
記
寛
弘
五
年
十
月
十
六
日
条
に
は
後
司
で
あ
る
美
作
守
源
朝
臣

頼
定
、
美
作
権
守
藤
原
朝
臣
公
信
、
美
作
介
藤
原
朝
臣
泰
通
が
そ
ろ
っ
て
敦

成
親
王
家
別
当
と
し
て
み
え
る
。

⑹

寛
弘
二
三

本
文
に
「
并
せ
て
四
ヶ
年
の
税
帳
」
と
あ
る
た
め
、
諸
本
と
も

に
「
元
」
の
文
字
が
漏
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

⑺

少
属
秦
連
理

寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
正
六
位
上
、
権
少
允
に
任
ぜ
ら
れ

た
秦
宿
祢
連
理
が
こ
の
人
物
に
当
た
る
か
（『
成
文
抄
』）。

⑻

権
少
允

寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）
に
主
税
権
少
允
正
六
位
上
に
任
ぜ
ら
れ

た
錦
宿
祢
雅
頼
が
当
た
る
か
（『
成
文
抄
』）。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
は
、
美
作
介
で
あ
っ
た
橘
則
隆
の
交
替
に
際
し
、
太
政
官
（
弁
官
）
が

主
税
寮
に
正
税
帳
勘
済
の
有
無
を
調
べ
さ
せ
た
も
の
で
、
主
税
寮
は
則
隆
の
担
当

分
で
あ
る
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
か
ら
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）
ま
で
の
四
年

間
の
正
税
帳
の
勘
済
が
済
ん
で
い
な
い
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

国
司
の
交
替
か
ら
功
過
定
ま
で
は
お
お
ま
か
に
二
つ
の
流
れ
が
あ
り
、
ひ
と
つ

は
後
司
と
の
間
で
の
交
替
政
を
経
て
解
由
が
発
給
さ
れ
解
由
を
弁
官
に
提
出
す
る

と
い
う
流
れ
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
主
計
・
主
税
寮
な
ど
と
の
公
文
勘
会
か
ら

功
過
定
に
至
る
流
れ
で
あ
る
。
本
文
書
は
後
司
と
の
間
で
の
交
替
政
に
よ
っ
て
そ

の
状
況
に
合
わ
せ
た
解
由
状
（
こ
の
時
期
に
は
い
わ
ゆ
る
式
解
由
が
発
給
さ
れ
る

こ
と
は
ほ
ぼ
な
く
な
り
、
不
与
解
由
状
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
）
が
発
給
さ

れ
た
後
の
手
続
き
の
一
部
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
な
お
解
由
発
給
の

詳
細
は
①
〜
⑤
文
書
参
照
）。

解
由
発
給
後
に
つ
い
て
は
『
北
山
抄
』
巻
十
・
吏
途
指
南
解
由
事
や
�
文
書
で

も
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
太
政
官
に
提
出
さ
れ
た
解
由
は
、
ま
ず
主
計
寮
・

主
税
寮
の
二
寮
に
下
さ
れ
、
調
庸
惣
返
抄
を
請
け
て
い
る
か
、
ま
た
正
税
帳
の
勘

済
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
、『
群
載
』
巻
二
十
八
の
よ
う
な
続
文
を
作
成

し
て
解
由
の
端
に
加
え
、
さ
ら
に
延
暦
寺
三
宝
返
抄
を
加
え
て
弁
官
に
申
請
し
、

そ
れ
ら
の
文
書
を
受
け
取
っ
た
上
卿
が
関
係
諸
司
へ
と
解
由
を
下
す
と
い
う
手
続

き
を
踏
む
。
本
文
書
冒
頭
の
「〈
解
由
続
文
如
何
〉」
は
、
�
文
書
に
見
え
る
「
先

下
主
税
寮
、
令
成
続
文
」
や
『
群
載
』
巻
二
十
八
に
ま
と
め
ら
れ
た
続
文
を
指
す

も
の
と
考
え
ら
れ
、
本
文
書
は
前
後
の
文
書
と
共
に
越
勘
続
文
と
し
て
お
さ
め
ら

れ
て
は
い
る
も
の
の
、
越
勘
で
は
な
く
解
由
を
得
て
か
ら
功
過
定
ま
で
の
一
連
の

手
続
き
の
中
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
す
で
に
勘
済
が
済
ん
で
い
た
場
合
に
は
『
群
載
』
巻
二
十
八
に
載

せ
ら
れ
て
い
る
続
文
が
二
寮
に
よ
り
作
成
さ
れ
功
過
定
へ
の
手
続
き
が
進
め
ら
れ
、

勘
済
が
済
ん
で
い
な
い
場
合
は
本
文
書
の
よ
う
に
そ
の
旨
を
勘
申
す
る
文
書
が
作

成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
本
文
書
が
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、『
北
山
抄
』

が
述
べ
る
よ
う
な
恩
詔
の
続
文
が
作
成
さ
れ
、
勘
済
が
済
ん
で
い
な
い
も
の
に
つ

い
て
国
司
の
過
失
か
否
か
を
調
べ
た
上
で
、『
延
喜
交
替
式
』
１３１
条
が
述
べ
る
調

庸
惣
返
抄
の
な
い
場
合
の
解
由
と
同
じ
よ
う
に
、
解
由
が
返
却
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
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【
関
連
史
料
】

『
北
山
抄
』
巻
十
・
吏
途
指
南
（
解
由
事
）、
�
文
書
、『
群
載
』
巻
二
十
八
・
主

税
解
由
続
文

【
参
考
文
献
】

福
井
俊
彦
『
交
替
式
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
）、
佐
々
木
恵
介
「
摂

関
期
に
お
け
る
国
司
交
替
制
度
の
一
側
面
」（『
日
本
歴
史
』
四
九
〇
、
一
九
八

九
）

（
武
内

美
佳
）

⑱
主
計
寮
越
勘
続
文

主
計
寮

勘
前
出
羽
守
橘
朝
臣
行
房
任
帳
未
勘
事

⑴

⑵

右
官
宣
、
件
行
房
任
帳
勘
否
之
由
、
宜
勘
申
者
。
檢
文
簿
、
前
前
司
守
源
兼
長
任

⑶

⑷

終
天
喜
五
、
次
守
源
済
頼
任
康
平
元
二
三
四
五
、
次
守
高
橋
明
頼
任
治
暦
四
、
次

⑸

守
大
江
親
経
任
延
久
元
二
三
四
五
、
并
十
二
箇
年
帳
未
勘
。
仍
勘
申
。

⑹承
暦
四
年
十
二
月
廿
二
日

笇
師
菅
野

⑺

⑻

小
允
兼
中
宮
大
属
安
倍

⑼

⑽

頭
兼
笇
博
士
紀
伊
守
小
槻
宿
祢

大
属
檪
井

【
校
訂
註
】

⑴

官
…
「
官
官
」〔
下
の
「
官
」
に
抹
消
符
〕（
東
）

⑵

長
…
欠
（
紅
）、
脱
〔「
長
」
を
補
〕（
東
）

⑶

済
…
「
清
」〔「
済
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑷

橋
…
「
橘
」〔「
橋
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⑸

箇
…
「
十
」〔「
ケ
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⑹

承
…
「
永
」（
底
・
葉
）、「
承
」〔「
承
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⑺

宮
…
欠
（
底
・
葉
）、
華
（
紅
）、「
善
」（
東
）、
華
〔「
宮
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑻

安
倍
…
「
安
」（
底
・
葉
）、「
長
」（
東
）

⑼

笇
…
「
管
」（
底
・
葉
・
東
）

⑽

檪
…
「
檪
」〔「
標
」
と
傍
書
〕（
伴
）

【
書
き
下
し
】

主
計
寮

⑴

⑵

前
出
羽
守
橘
朝
臣
行
房
の
任
帳
の
未
勘
を
勘
す
る
事

右
官
宣
す
ら
く
、
件
の
行
房
の
任
帳
勘
否
の
由
、
宜
し
く
勘
申
す
べ
し
、
て
へ
り
。

⑶

（
一
〇
五
七
）

⑷

文
簿
を
検
ず
る
に
、
前
前
司
守
源
兼
長
の
任
終
天
喜
五
、
次
の
守
源
済
頼
任
康
平

（
一
〇
五
八
〜
一
〇
六
二
）

⑸

（
一
〇
六
八
）

⑹

（
一
〇
六

元
二
三
四
五
、
次
の
守
高
橋
明
頼
の
任
治
暦
四
、
次
の
守
大
江
親
経
の
任
延
久

九
〜
一
〇
七
三
）

元
二
三
四
五
、
并
せ
て
十
二
箇
年
の
帳
未
だ
勘
せ
ず
。
仍
て
勘
申
す
。

（
一
〇
八
〇
）

承
暦
四
年
十
二
月
廿
二
日

算
師
菅
野

⑺小
允
兼
中
宮
大
属
安
倍

⑻

頭
算
兼
博
士
紀
伊
守
小
槻
宿
祢

大
属
檪
井

【
註
】

⑴

橘
朝
臣
行
房

出
自
・
生
没
年
未
詳
。
承
保
二
年
（
一
〇
七
五
）
閏
四
月
七

日
に
出
羽
守
を
拝
任
す
る
（
㉑
文
書
）。
承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
）
七
月
二

十
五
日
辞
任
す
る
（『
為
房
卿
記
』
同
日
条
）。
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
十

二
月
十
七
日
の
受
領
功
過
定
に
お
い
て
出
羽
帳
が
読
ま
れ
る
（『
帥
記
』
同

日
条
）。

⑵

任
帳
「
当
任
帳
」
の
略
。
主
計
寮
に
お
い
て
越
勘
の
対
象
と
な
る
具
体
的
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な
帳
簿
に
つ
い
て
は
、『
符
宣
抄
』
第
八
・
寛
弘
七
年
十
二
月
官
符
に
引
用

さ
れ
た
国
司
の
奏
状
に
よ
れ
ば
、
大
帳
・
調
帳
・
義
倉
帳
、
調
庸
惣
返
抄
に

つ
い
て
は
既
に
終
わ
っ
て
い
る
が
、
租
帳
・
出
挙
帳
・
税
帳
に
つ
い
て
は
ま

だ
な
の
で
越
勘
を
認
め
て
ほ
し
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
主
計
寮

で
は
、
大
帳
・
調
帳
・
義
倉
帳
、
調
庸
惣
返
抄
等
が
該
当
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

⑶

源
兼
長

生
没
年
未
詳
。
平
安
後
期
の
歌
人
。
本
名
重
成
。
醍
醐
源
氏
、
右

馬
権
頭
道
成
の
男
。
蔵
人
、
右
兵
衛
佐
、
備
前
・
讃
岐
の
国
司
を
歴
任
。
正

五
位
下
に
至
る
。
本
史
料
か
ら
も
伺
わ
れ
る
よ
う
に
前
九
年
合
戦
中
で
あ
る

天
喜
五
年
（
一
〇
五
七
）
に
出
羽
守
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
兵
力
、
兵
糧

の
欠
乏
を
訴
え
た
源
頼
義
の
奏
上
に
よ
れ
ば
、「
敢
無
糾
越
之
心
」
と
糾
弾

さ
れ
て
お
り
、
朝
廷
に
よ
っ
て
源
済
頼
に
出
羽
守
を
交
替
さ
せ
ら
れ
て
い
る

（『
扶
桑
略
記
』
天
喜
五
年
十
二
月
二
十
五
日
条
、『
陸
奥
話
記
』）。

⑷

源
済
頼

生
没
年
未
詳
。
平
安
後
期
の
中
級
貴
族
。
清
和
源
氏
。
満
政
の
孫

忠
隆
の
子
。
母
は
藤
原
景
斉
の
女
。
出
羽
・
出
雲
守
、
左
兵
衛
尉
、
左
衛
門

尉
を
歴
任
。
源
兼
長
に
代
わ
っ
て
出
羽
守
と
な
る
も
、「
無
征
伐
之
心
」
と

し
て
安
部
貞
任
の
追
討
に
非
協
力
的
で
あ
っ
た
（『
陸
奥
話
記
』）。

⑸

高
橋
明
頼

未
詳
。『
群
載
』
巻
九
・
寛
治
三
年
（
一
〇
八
九
）
正
月
二
十

三
日
付
検
非
違
使
申
文
の
「
高
橋
明
頼
」
と
同
一
人
物
か
。

⑹

大
江
親
経

大
江
忠
度
の
男
。
親
継
と
も
。
出
羽
守
、
従
五
位
下
（「
大
江

氏
系
図
」）。

⑺

中
宮
大
属
安
倍

承
保
三
年
（
一
〇
七
六
）
九
月
三
日
に
中
宮
大
属
安
倍
と

見
え
る
（
東
南
院
―

一
一
三
二
）。

⑻

小
槻
宿
祢

孝
信
。『
水
左
記
』
承
暦
元
年
（
一
〇
七
七
）
十
二
月
二
十
一

日
条
と
「
厳
島
神
主
佐
伯
景
弘
解
」（
平
―

補
一
一
〇
）
の
承
暦
四
年
部
分

に
紀
伊
守
、『
群
載
』
巻
八
・
承
暦
四
年
（
一
〇
八
〇
）
十
月
二
十
八
日
に

従
四
位
下
・
主
計
頭
・
算
博
士
・
紀
伊
守
と
見
え
る
。
平
安
中
期
の
官
人
で
、

左
大
史
貞
行
の
男
。
永
承
〜
承
保
（
一
〇
四
六
〜
七
七
）
に
か
け
て
五
位
の

左
大
史
と
し
て
見
え
、
そ
の
後
は
主
計
頭
算
博
士
と
し
て
活
躍
し
、
従
四
位

上
ま
で
昇
っ
た
。
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
九
月
十
五
日
に
七
十
歳
で
没
し

た
。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
に
つ
い
て
は
、
�
文
書
【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】
を
参
照
。

【
関
連
史
料
】

『
符
宣
抄
』
第
八
・
正
暦
五
年
十
二
月
二
十
九
日
官
符
、
寛
弘
七
年
十
二
月
官
符
、

長
元
七
年
七
月
十
五
日
官
符
、
長
元
九
年
八
月
三
十
日
官
符

【
参
考
文
献
】

鈴
木
一
見
「
勘
出
の
申
請
と
出
雲
国
正
税
返
却
帳
」（
羽
下
徳
彦
編
『
中
世
の
社

会
と
史
料
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
）、
玉
井
力
「
勘
出
考
」（『
日
本
歴
史
』

七
二
〇
、
二
〇
〇
八
）

（
井
上

翔
）

⑲
主
税
寮
越
勘
続
文

主
税
寮

勘
出
羽
國
解
文
事

⑴

請
殊
蒙

天
恩
因
准
傍
例
被
下

宣
旨
所
司
、
越
勘
前
前
司
源
兼
長
任
終
天
喜

⑵

⑶

五
、
次
守
源
済
頼
任
康
平
元
二
三
四
五
、
次
守
高
橋
明
頼
任
治
暦
四
、
次
守
大
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江
親
経
任
延
久
元
二
三
四
五
、
并
十
二
箇
年
公
文
状

⑷

⑸

⑹

⑺

右
官
宣
、
件
國
申
請
、
兼
長
・
済
頼
・
明
頼
・
親
経
等
任
中
公
文
勘
済
不
足
。
明

⑻

⑼

⑽

宜
勘
申
者
。
檢
案
内
、
源
兼
長
任
終
天
喜
五
、
次
守
源
済
頼
任
康
平
元
二
三
四
五
、

⑾

⑿

⒀

⒁

次
守
明
頼
任
治
暦
四
、
次
守
大
江
親
経
任
延
久
元
二
三
四
五
、
并
十
二
箇
年
税
帳

未
勘
弁
。
仍
勘
申
。

⒂承
暦
四
年
十
二
月
十
三
日

笇
師
惟
宗⒃

⒄

權
少
允
神
服

權
少
属
息
長

【
校
訂
註
】

⑴

宣
旨
…
闕
字
せ
ず
（
伴
）

⑵

済
…
「
清
」〔「
済
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⑶

橋
…
「
橘
」〔「
橋
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⑷

請
…
「
清
」〔「
請
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑸

済
頼
…
「
頼
任
」（
底
・
葉
・
紅
・
東
）、「
頼
任
」〔「
任
」
を
抹
消
〕（
伴
）

⑹

公
…
欠
（
紅
・
東
）

⑺

足
…
欠
（
紅
）

⑻

天
…
「
文
」〔「
天
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⑼

喜
…
欠
（
紅
）

⑽

済
…
「
清
」〔「
済
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑾

明
頼
…
「
明
頼
」〔
上
に
「
高
橋
」
を
補
〕（
伴
）

⑿

四
…
「
曰
」（
紅
）

⒀

二
…
「
一
」（
紅
・
東
）

⒁

帳
…
欠
（
紅
）、
脱
〔「
帳
」
を
補
〕（
伴
）

⒂

承
…
「
永
」（
底
・
葉
・
紅
・
東
）、「
永
」〔「
承
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⒃

允
…
「
允
」〔「
允
」
と
朱
傍
書
〕（
伴
）

⒄

服
…
「
服
」〔「
服
」
と
傍
書
〕（
伴
）

【
書
き
下
し
】

主
税
寮

出
羽
国
の
解
文
を
勘
す
る
事

殊
に

天
恩
を
蒙
り
傍
例
に
因
准
し

宣
旨
を
所
司
に
下
さ
れ
、
前
前
司
源
兼

（
一
〇
五
七
）

（
一
〇
五
八
〜
一
〇
六
二
）

長
の
任
終
天
喜
五
、
次
の
守
源
済
頼
の
任
康
平
元
二
三
四
五
、
次
の
守
高
橋
明

（
一
〇
六
八
）

（
一
〇
六
九
〜
一
〇
七
三
）

頼
の
任
治
暦
四
、
次
の
守
大
江
親
経
の
任
延
久
元
二
三
四
五
、
并
十
二
箇
年
の

公
文
を
越
勘
せ
ら
れ
む
こ
と
を
請
ふ
状

右
官
宣
す
ら
く
、
件
の
国
申
し
請
ふ
、
兼
長
・
済
頼
・
明
頼
・
親
経
等
の
任
中
公

文
勘
済
不
足
す
。
明
か
に
宜
し
く
勘
申
す
べ
し
、
て
へ
り
。
案
内
を
検
ず
る
に
、

源
兼
長
の
任
終
天
喜
五
、
次
の
守
源
済
頼
の
任
康
平
元
二
三
四
五
、
次
の
守
明
頼

の
任
治
暦
四
、
次
の
守
大
江
親
経
の
任
延
久
元
二
三
四
五
、
并
せ
て
十
二
箇
年
の

⑴税
帳
未
だ
勘
弁
せ
ず
。
仍
て
勘
申
す
。

（
一
〇
八
〇
）

承
暦
四
年
十
二
月
十
三
日

算
師
惟
宗

権
少
允
神
服

権
少
属
息
長

【
註
】

⑴

税
帳

正
税
帳
の
こ
と
。
主
税
寮
に
お
い
て
越
勘
の
対
象
と
な
る
具
体
的
な

帳
簿
に
つ
い
て
は
、『
符
宣
抄
』
第
八
・
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
十
二
月
二
十

九
日
官
符
、
寛
弘
七
年
十
二
月
官
符
に
お
い
て
、
租
帳
・
出
挙
帳
・
税
帳
等
の

越
勘
を
求
め
る
奏
状
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
が
該
当
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
正
暦
五
年
官
符
は
税
帳
の
み
の
越
勘
を
認
め
る
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官
符
で
あ
り
、
帳
簿
ご
と
に
越
勘
の
可
否
が
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

越
勘
と
は
、
国
司
交
替
に
お
い
て
、
当
任
国
司
が
公
文
の
勘
済
に
際
し
て
、
前

任
国
司
の
公
文
が
未
勘
で
あ
っ
た
場
合
、
勘
済
出
来
な
い
た
め
、
一
時
的
に
前
任

国
司
の
公
文
勘
会
を
止
め
て
当
任
国
司
の
公
文
勘
会
を
先
に
す
る
こ
と
を
い
う
。

そ
の
手
続
き
に
あ
た
っ
て
は
、
�
ま
ず
当
任
国
司
に
よ
っ
て
、
前
任
国
司
の
懈

怠
に
よ
っ
て
公
文
勘
会
が
出
来
な
い
た
め
、
越
勘
を
許
可
し
て
ほ
し
い
旨
の
解
文

が
太
政
官
に
提
出
さ
れ
る
（
㉒
文
書
）。
�
次
に
太
政
官
に
よ
っ
て
先
例
に
従
っ

て
越
勘
が
認
め
ら
れ
る
と
、
弁
官
局
を
通
じ
て
所
司
に
対
し
て
越
勘
を
行
う
よ
う

に
宣
旨
が
下
さ
れ
る
（
㉑
文
書
）。
�
そ
し
て
、
宣
旨
が
下
さ
れ
た
所
司
（
主

計
・
主
税
寮
）
で
は
越
勘
に
よ
っ
て
当
任
の
公
文
か
ら
勘
会
が
行
わ
れ
る
と
い
う

順
序
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
他
に
『
符
宣
抄
』
第
八
に
民
部
省
に
宛
て
た
越
勘
官

符
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
宣
旨
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
不
詳
。

本
勘
文
が
こ
の
過
程
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。

主
計
・
主
税
寮
の
二
勘
文
に
つ
い
て
は
、
太
政
官
か
ら
同
国
の
公
文
勘
済
の
有
無

を
尋
ね
ら
れ
「
未
勘
」
と
答
え
て
お
り
、
こ
れ
は
、
出
羽
国
司
が
越
勘
の
申
請
を

し
た
の
で
、
そ
の
内
容
の
虚
実
を
主
計
・
主
税
二
寮
に
確
か
め
る
よ
う
に
命
じ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
、
�
と
�
の
間
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
出

羽
国
解
が
前
年
の
七
月
で
あ
る
の
で
、
一
年
以
上
掛
か
っ
て
い
る
の
は
不
審
に
思

わ
れ
る
が
、
勘
文
の
提
出
が
十
二
月
で
あ
っ
て
、
太
政
官
に
よ
る
調
査
命
令
は
こ

れ
以
前
に
出
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
後
、
�
・
�
の
手
続
き
に

移
り
、
受
領
功
過
定
に
入
る
と
考
え
ら
れ
、
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
十
二
月
に

受
領
功
過
定
に
お
い
て
出
羽
帳
が
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
時
系
列

は
合
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

【
関
連
史
料
】

『
符
宣
抄
』
第
八
・
正
暦
五
年
十
二
月
二
十
九
日
官
符
、
寛
弘
七
年
十
二
月
官
符
、

長
元
七
年
七
月
十
五
日
官
符
、
長
元
九
年
八
月
三
十
日
官
符

【
参
考
文
献
】

鈴
木
一
見
「
勘
出
の
申
請
と
出
雲
国
正
税
返
却
帳
」（
羽
下
徳
彦
編
『
中
世
の
社

会
と
史
料
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
）、
玉
井
力
「
勘
出
考
」（『
日
本
歴
史
』

七
二
〇
、
二
〇
〇
八
）

（
井
上

翔
）

⑳
越
勘
宣
旨

越
勘
宣
旨
二
通

⑴

應
越
勘
隠
岐
國
前
々
司
藤
原
朝
臣
親
通
任
終
寛
弘
六
、
次
守
藤
原
朝
臣
實
雅
任

⑵

⑶

同
七
八
長
和
元
并
四
箇
年
公
文
事

⑷

右
彼
國
去
九
月
十
日
奏
状
�
、
謹
檢
案
内
、
前
々
司
實
雅
朝
臣
以
寛
弘
七
年
正
月

⑸

⑹

⑺

拜
任
、
以
長
和
三
年
正
月
得
替
解
任
。
任
中
公
文
未
勘
。
仍
雖
加
催
、
空
送
八
箇

⑻

⑼

年
、
遂
無
心
勘
済
。
抑
諸
國
公
文
勘
畢
有
期
、
格
條
已
存
。
何
況
、
得
替
之
後
二

⑽

⑾

⑿

⒀

箇
年
。
此
内
可
勘
公
文
之
由
、
新
制
是
重
。
憲
法
不
全
、
如
忘
朝
章
。
爰
、
時
重

⒁

⒂

⒃

任
中
、
調
庸
殊
勵
忠

、
追
年
究
済
。
而
、
依
前
々
司
實
雅
懈
怠
、
更
可
失
當
任

⒄

⒅

⒆

之
殊
功
。
望
請

天
裁
。
因
准
傍
例
、
被
下

宣
旨
於
諸
國
司
、
将
越
勘
件
年
公

文
者
。
右
中
弁
藤
原
朝
臣
章
信
傳
宣
、
權
大
納
言
藤
原
朝
臣
頼
宗
宣
、
奉

勅
依

請
者
。

⒇

21

治
安
元
年
十
二
月
十
六
日

左
大
史
坂
合
部
奉
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辨【
校
訂
註
】

⑴

弘
…
「
仁
」（
底
・
葉
・
紅
・
東
）、「
仁
」〔「
和
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⑵

八
…
脱
（
底
・
葉
・
紅
・
東
）、
脱
〔「
八
」
を
補
〕（
伴
）

⑶

并
…
「
弁
」〔「
并
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑷

弘
…
「
仁
」（
底
・
葉
・
紅
・
東
）、「
仁
」〔「
和
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑸

任
…
脱
〔「
任
」
を
補
〕（
東
）

⑹

任
…
「
々
」〔「
任
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⑺

中
…
「
官
」（
紅
・
東
）、「
官
」〔「
中
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⑻

抑
…
「
柳
」〔「
抑
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑼

期
…
「
勘
」〔「
期
」
と
傍
訂
〕（
紅
）

⑽

此
…
「
卅
」〔「
此
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑾

憲
…
「
慮
」〔「
憲
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑿

如
…
「
加
」〔「
如
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⒀

忘
…
「
忌
」〔「
忘
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⒁

忠
…
「
中
」（
底
・
葉
・
紅
・
東
）、「
中
」〔「
忠
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⒂

追
…
「
迢
」〔「
追
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⒃

任
…
欠
（
紅
）

⒄

天
裁
…
闕
字
せ
ず
（
紅
・
伴
）

⒅

宣
旨
…
闕
字
せ
ず
（
葉
・
紅
・
東
・
伴
）

⒆

國
…
「
国
」〔
抹
消
符
あ
り
〕（
伴
）

⒇

史
…
「
吏
」（
伴
）

21
〈
奉
〉
…
脱
（
底
）、「
奉
」〔
次
行
に
あ
り
、
細
字
と
せ
ず
〕（
紅
）、「
奉
」

〔
細
字
と
せ
ず
〕（
東
）、「
奉
」〔
次
行
行
頭
抹
消
、〈
奉
〉
と
朱
訂
〕（
伴
）

【
書
き
下
し
】

越
勘
宣
旨
二
通

⑴

（
一
〇
〇
九
）

⑵

応
に
隠
岐
国
前
々
司
藤
原
朝
臣
親
通
の
任
終
寛
弘
六
、
次
の
守
藤
原
朝
臣
実
雅

（
一
〇
一
〇
〜
一
〇
一
二
）

の
任
同
七
八
長
和
元
并
せ
て
四
箇
年
の
公
文
を
越
勘
す
べ
き
事

右
彼
の
国
去
る
九
月
十
日
の
奏
状
に
�
へ
ら
く
、
謹
み
て
案
内
を
検
ず
る
に
、

⑶

（
一
〇
一
〇
）

（
一
〇
一
四
）

前
々
司
実
雅
朝
臣
は
寛
弘
七
年
正
月
を
以
て
拝
任
し
、
長
和
三
年
正
月
を
以
て
得

替
解
任
す
。
任
中
の
公
文
未
だ
勘
せ
ず
。
仍
て
催
し
を
加
ふ
る
と
雖
も
、
空
し
く

八
箇
年
を
送
り
、
遂
に
勘
済
を
心
す
る
無
し
。
そ
も
そ
も
諸
国
の
公
文
、
勘
畢
す

⑷

る
に
期
有
る
は
、
格
条
已
に
存
す
。
何
そ
況
む
や
、
得
替
の
後
二
箇
年
あ
り
。
此

⑸

の
内
に
公
文
を
勘
ず
べ
き
の
由
、
新
制
是
れ
重
し
。
憲
法
全
く
せ
ず
、
朝
章
忘
る

⑹

る
が
ご
と
し
。
爰
に
、
時
重
の
任
中
、
調
庸
殊
に
忠
節
を
励
み
、
年
を
追
ひ
て
究

済
す
。
而
る
に
、
前
々
司
実
雅
の
懈
怠
に
依
り
、
更
に
当
任
の
殊
功
を
失
ふ
べ
し
。

⑺

望
み
請
ふ
ら
く
は

天
裁
を
。
傍
例
に
因
准
し
、

宣
旨
を
諸
国
司
に
下
さ
れ
、

⑻

将
に
件
の
年
の
公
文
を
越
勘
せ
む
こ
と
を
、
て
へ
り
。
右
中
弁
藤
原
朝
臣
章
信
伝

⑼

宣
す
ら
く
、
権
大
納
言
藤
原
朝
臣
頼
宗
宣
す
ら
く
、

勅
を
奉
る
に
請
ひ
に
依
れ
、

て
へ
り
。

（
一
〇
二
一
）

⑽

治
安
元
年
十
二
月
十
六
日

左
大
史
坂
合
部
〈
奉
る
〉

⑾弁【
註
】

⑴

藤
原
朝
臣
親
通

藤
原
棟
用
の
子
で
、
藤
原
周
道
と
も
い
う
（『
分
脈
』）。

寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
に
中
務
丞
と
し
て
見
え
（『
御
堂
』・『
権
記
』
寛

弘
元
年
十
一
月
二
十
七
日
条
）、
本
文
書
に
あ
る
と
お
り
、
寛
弘
六
年
（
一

〇
〇
九
）
ま
で
隠
岐
守
を
務
め
た
。
そ
の
後
、
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
に
、

山
陵
使
を
務
め
た
「
周
道
朝
臣
」
が
お
り
（『
左
経
記
』
寛
仁
元
年
十
二
月
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十
八
日
条
）、
同
一
人
物
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
は
存
命
で
あ
っ
た
。

⑵

藤
原
朝
臣
実
雅

本
文
書
に
よ
り
、
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
か
ら
長
和
二

年
（
一
〇
一
三
）
ま
で
隠
岐
守
を
務
め
た
こ
と
以
外
は
未
詳
。

⑶

々

前
司
で
あ
る
実
雅
に
対
し
て
、「
前
々
司
」
と
し
て
お
り
、
不
審
。

⑷

格
条

諸
国
が
公
文
を
中
央
に
進
上
す
る
場
合
に
は
、
種
類
ご
と
に
期
限
が

あ
っ
た
。
正
税
帳
の
場
合
は
、
二
月
末
が
期
限
と
さ
れ
た
。
寛
平
六
年
（
八

九
四
）
九
月
二
十
九
日
官
符
（『
三
代
格
』
巻
十
二
）
で
は
、
正
税
帳
の
勘

会
を
期
限
内
に
行
わ
な
い
こ
と
が
横
行
し
て
お
り
、
そ
の
綱
紀
引
き
締
め
が

目
指
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
、
寛
平
八
年
十
一
月
二
十
日
官
符
（『
三
代
格
』

巻
十
二
）・
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
十
二
月
二
十
九
日
官
符
（『
三
代
格
』
巻

十
二
）
な
ど
、
四
度
公
文
を
期
限
通
り
に
進
上
す
る
こ
と
を
命
じ
る
官
符
が

出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
格
を
漠
然
と
さ
す
も
の
か
。

⑸

新
制

長
徳
元
年
（
九
九
五
）
十
二
月
官
符
（『
文
粋
』
巻
六
・
１６８
「
請
被

殊
蒙
天
恩
依
遠
江
国
所
済
功
并
成
業
労
拝
任
美
濃
加
賀
等
国
守
闕
状
」）
に
、

「
去
任
之
吏
、
二
箇
年
中
、
不
究
済
公
事
之
輩
、
其
子
不
得
叙
用
」
と
あ
り
、

交
替
後
二
年
以
内
に
勘
会
を
済
ま
さ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
子
ど
も
も
含
め

て
再
任
し
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
、『
権
記
』
長
徳
四
年
八
月
十

六
日
条
に
も
長
徳
元
年
と
同
趣
旨
の
新
制
が
見
え
る
。
本
文
書
に
お
け
る
新

制
も
こ
れ
を
指
す
も
の
か
。

⑹

時
重

藤
原
時
重
か
。
藤
原
時
重
は
、
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
四
月
二
十

日
に
賀
茂
祭
の
蔵
人
所
陪
従
と
な
っ
た
こ
と
が
見
え
る
（『
権
記
』
同
日
条
）。

そ
の
後
は
諸
国
の
受
領
を
歴
任
し
た
よ
う
で
、
姓
を
欠
く
が
、
本
文
書
よ
り
、

前
司
に
あ
た
る
藤
原
実
雅
の
あ
と
、
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
か
ら
治
安
元

年
（
一
〇
二
一
）
ま
で
八
年
間
重
任
し
て
隠
岐
守
に
あ
っ
た
。
万
寿
二
年

（
一
〇
二
五
）
に
は
、
能
吏
だ
っ
た
ら
し
く
、
治
国
を
理
由
に
従
五
位
上
に

叙
せ
ら
れ
て
い
る
（『
小
右
記
』
万
寿
二
年
十
月
二
十
一
日
条
）。
さ
ら
に
、

長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
に
下
総
守
に
任
じ
ら
れ
た
（『
左
経
記
』
長
元
四

年
六
月
二
十
七
日
条
）。
ま
た
、『
今
昔
』
な
ど
に
上
総
守
藤
原
時
重
と
い
う

人
物
が
見
え
る
。

⑺

諸
国
司
「
諸
国
司
」
で
は
文
意
が
通
ら
な
い
。
㉑
・
㉒
文
書
で
は
、
同
様

の
箇
所
が
「
諸
司
」
と
な
っ
て
お
り
、
本
文
書
で
も
「
国
」
字
を
除
い
た

「
諸
司
」
あ
る
い
は
「
所
司
」
が
本
来
で
あ
っ
た
と
類
推
さ
れ
る
。

⑻

藤
原
朝
臣
章
信

藤
原
知
章
の
子
（『
分
脈
』）、
文
章
生
よ
り
出
身
し
、
寛

仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
に
は
、
左
衛
門
権
佐
に
加
え
て
、
正
月
三
十
日
に
左

少
弁
、
二
月
五
日
に
五
位
蔵
人
を
兼
ね
て
、
三
事
兼
帯
の
栄
に
浴
し
た
。
十

一
月
二
十
九
日
に
は
さ
ら
に
右
中
弁
に
転
任
し
、
万
寿
二
年
に
権
左
中
弁
に

任
じ
ら
れ
た
（『
弁
官
補
任
』
寛
仁
四
年
・
万
寿
二
年
）。

⑼

藤
原
朝
臣
頼
宗

藤
原
道
長
の
子
、
母
は
源
明
子
で
頼
通
の
異
母
弟
。
治
安

元
年
（
一
〇
二
一
）
七
月
二
十
五
日
に
中
納
言
よ
り
権
大
納
言
に
任
じ
ら
れ
、

永
承
二
年
（
一
〇
四
七
）
に
内
大
臣
に
転
じ
た
（『
補
任
』
治
安
元
年
条
・

永
承
二
年
条
）。

⑽

左
大
史
坂
合
部

坂
合
部
貞
致
、『
小
右
記
』
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
十

一
月
十
日
条
に
「
史
坂
合
部
貞
致
」
と
あ
り
、
十
二
月
九
日
条
に
「
右
大
史

貞
致
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
右
大
史
か
。
ま
た
、
本
文
書
と
同
日
の
十
二
月

十
六
日
条
に
も
「
史
貞
致
」
と
見
え
る
。

⑾

弁

一
般
的
に
、
下
弁
官
宣
旨
で
は
史
に
筆
録
さ
せ
た
弁
の
署
名
は
な
さ
れ

ず
、
本
文
書
同
様
に
越
勘
宣
旨
で
あ
る
㉑
文
書
に
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

越
勘
に
つ
い
て
は
、
�
文
書
の
理
解
に
よ
る
が
、
公
文
勘
会
に
あ
た
っ
て
当
任
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の
国
司
か
ら
の
申
請
に
よ
っ
て
、
前
任
者
以
前
の
勘
会
を
棚
上
げ
し
、
当
任
者
の

勘
会
を
先
に
行
う
こ
と
を
言
う
。
越
勘
に
際
し
て
は
、
国
司
か
ら
の
願
い
入
れ
が

許
可
さ
れ
る
と
、
民
部
省
に
対
す
る
官
符
が
発
給
さ
れ
た
。
こ
れ
と
は
別
に
、
民

部
省
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
官
司
に
対
し
て
、
越
勘
が
許
可
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え

る
宣
旨
（
越
勘
宣
旨
）
も
発
給
さ
れ
た
。
本
文
書
は
、
こ
の
宣
旨
に
あ
た
る
。

前
司
で
あ
る
藤
原
実
雅
は
、
自
身
が
責
任
を
負
う
べ
き
前
々
司
藤
原
親
通
の
任

終
年
か
ら
任
期
三
年
目
ま
で
の
公
文
の
勘
会
を
済
ま
さ
な
か
っ
た
。
後
任
の
時
重

は
、
実
雅
に
対
し
て
公
文
勘
会
を
す
ま
せ
る
よ
う
督
促
し
て
い
た
が
、
当
任
中
の

八
年
間
、
つ
い
に
勘
済
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
実
雅
の
四
年
分
の
公

文
を
越
勘
し
て
当
任
時
重
の
八
年
分
の
公
文
を
先
に
勘
会
す
る
こ
と
を
隠
岐
国
が

申
請
し
た
。
こ
の
申
請
が
許
可
さ
れ
た
旨
を
伝
達
す
る
宣
旨
と
し
て
本
文
書
が
出

さ
れ
た
。

隠
岐
国
か
ら
の
越
勘
を
請
う
理
由
と
し
て
、
前
任
者
の
失
政
に
よ
っ
て
現
任
者

の
功
績
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
点
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
㉑
・
㉒
文
書
な

ど
他
の
越
勘
申
請
で
も
言
及
さ
れ
る
常
套
句
で
あ
っ
た
。
北
條
秀
樹
氏
は
、
こ
う

し
た
論
理
を
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
七
月
二
十
三
日
太
政
官
符
（『
三
代
格
』
巻

五
）
に
見
え
る
藤
原
保
則
の
主
張
と
論
調
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
、
調
庸
惣
返
抄

の
成
立
に
よ
っ
て
、
論
点
と
な
る
も
の
が
調
庸
未
進
か
ら
公
文
勘
会
へ
と
移
行
し

て
い
る
と
指
摘
し
て
い
た
。

ま
た
、
本
文
書
中
の
奏
状
で
は
、
交
替
後
二
年
以
内
の
勘
会
を
定
め
た
長
徳
元

年
（
九
九
五
）
十
二
月
官
符
の
内
容
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
佐
々
木
宗
雄
氏
は
二

年
と
い
う
期
限
が
空
文
で
は
な
く
受
領
を
規
制
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

【
関
連
史
料
】

『
三
代
格
』
巻
五
・
仁
和
四
年
七
月
二
十
三
日
太
政
官
符
、『
文
粋
』
巻
六
・
１６８

「
請
被
殊
蒙
天
恩
依
遠
江
国
所
済
功
并
成
業
労
拝
任
美
濃
加
賀
等
国
守
闕
状
」、

『
権
記
』
長
徳
四
年
八
月
十
六
日
条

【
参
考
文
献
】

北
條
秀
樹
「
文
書
行
政
よ
り
見
た
る
国
司
受
領
化
」（『
日
本
古
代
国
家
の
地
方
支

配
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
、
初
出
一
九
七
五
）、
玉
井
力
「
受
領
巡
任
に
つ

い
て
」（『
平
安
時
代
の
貴
族
と
天
皇
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
、
初
出
一
九
八

一
）、
佐
々
木
宗
雄
「
十
〜
十
一
世
紀
の
受
領
と
中
央
政
府
」（『
日
本
王
朝
国
家

論
』
名
著
出
版
、
一
九
九
四
、
初
出
一
九
八
七
）

（
櫻

聡
太
郎
）

㉑
越
勘
宣
旨

應
令
越
勘
前
前
司
平
維
盛
任
終
康
平
五
、
次
守
源
成
任
同
六
七
治
暦
元
二
、
次

⑴

⑵

守
藤
原
季
経
任
同
三
四
延
久
元
并
八
箇
年
公
文
事

⑶

右
得
前
駿
河
守
正
五
位
下
平
朝
臣
昌
綱
去
十
月
廿
八
日
奏
状
�
、
謹
檢
案
内
、
此

⑷

⑸

⑹

國
凋
弊
難
治
之
境
、
其
一
也
。
而
莅
境
之
始
、
強
廻
治
術
、
調
庸
租
税
合
期
進
済
。

⑺

⑻

⑼

當
任
公
文
之
處
、
前
司
依
懈
怠
、
忘
當
任
之
勤
。
如
此
國
、
前
司
未
勘
時
、
蒙
越

⑽

⑾

⑿

⒀

⒁

勘

宣
旨
、
勘
済
公
文
、
先
跡
已
存
、
不
遑
毛
擧
。
望
請

天
恩
。
因
准
傍
例
、

⒂

⒃

⒄

⒅

⒆

被
下

宣
旨
於
所
司
、
越
勘
件
年
々
公
文
者
。
左
少
弁
藤
原
朝
臣
通
俊
傳
宣
、
權

⒇

中
納
言
源
朝
臣
資
綱
宣
、
奉

勅
依
請
者
。

21

22

承
保
二
年
十
二
月
廿
日

右
少
史
惟
宗

奉

【
校
訂
註
】

⑴

并
…
「
年
」（
葉
・
東
）、「
二
并
」（
大
）

⑵

行
間
・
頭
書
に
「
維
盛
康
平
二
三
四
五
」「
成
任
康
平
六
七
治
暦
元
二
」「
季
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経
治
暦
三
四
延
久
元
二
」
と
記
す
（
葉
・
東
）

⑶

正
…
「
延
正
」（
紅
）、「
延
正
」〔「
延
」
を
抹
消
〕（
東
）、「
延
正
」〔「
正
」

の
下
に
「
正
」
を
朱
補
〕（
伴
）、「
延
正
正
」〔「
延
正
」
を
衍
字
と
す
る
〕

（
大
）

⑷

弊
…
「
幣
」（
底
・
葉
・
伴
）

⑸

莅
…
「
荏
」（
伴
）

⑹

租
…
「
祖
」（
底
・
紅
）

⑺

公
…
「
公
」〔「
云
」
と
朱
傍
訂
〕（
伴
）

⑻

之
…
脱
（
東
）

⑼

忘
…
「
忌
」〔「
忘
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑽

宣
…
闕
字
せ
ず
（
葉
・
紅
・
東
・
伴
）

⑾

旨
…
「
召
」〔「
旨
」
と
傍
訂
〕（
伴
）

⑿

跡
…
欠
（
紅
）

⒀

遑
…
「
逞
」〔「
遑
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⒁

天
恩
…
闕
字
せ
ず
（
伴
）

⒂

被
…
脱
（
底
・
葉
）

⒃

宣
旨
…
闕
字
せ
ず
（
紅
・
東
・
伴
）

⒄

勘
…
「
功
」〔「
勘
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⒅

年
々
…
欠
（
紅
）

⒆

俊
…
「
後
」〔「
俊
」
と
朱
傍
書
〕（
伴
）

⒇

勅
…
闕
字
せ
ず
（
東
）

21

二
…
「
三
」（
葉
）

22

奉
…
細
字
に
す
る
（
大
）

【
書
き
下
し
】

⑴

（
一
〇
六
二
）

⑵

（
一
〇
六
三
〜
一
〇
六
六
）

応
に
前
々
司
平
維
盛
の
任
終
康
平
五
、
次
の
守
源
成
任
の
同
六
七
治
暦
元
二
、

⑶

（
一
〇
六
七
〜
一
〇
六
九
）

次
の
守
藤
原
季
経
の
任
同
三
四
延
久
元
并
せ
て
八
箇
年
の
公
文
を
越
勘
せ
し
む

べ
き
事

⑷

右
前
駿
河
守
正
五
位
下
平
朝
臣
昌
綱
の
去
る
十
月
廿
八
日
の
奏
状
を
得
る
に
�
へ

ら
く
、
謹
み
て
案
内
を
検
ず
る
に
、
此
の
国
は
凋
弊
難
治
の
境
、
其
の
一
な
り
。

而
る
に
境
に
莅
む
の
始
め
、
強
ち
に
治
術
を
廻
ら
し
、
調
庸
租
税
合
期
進
済
す
。

⑸当
任
公
文
の
処
、
前
司
の
懈
怠
に
依
り
、
当
任
の
勤
め
を
忘
る
。
此
く
の
ご
と
き

の
国
、
前
司
未
勘
の
時
、
越
勘
の

宣
旨
を
蒙
り
、
公
文
を
勘
済
す
る
こ
と
、
先

跡
已
に
存
し
、
毛
挙
す
る
に
遑
あ
ら
ず
。
望
み
請
ふ
ら
く
は

天
恩
を
。
傍
例
に

因
准
し
、

宣
旨
を
所
司
に
下
さ
れ
、
件
の
年
々
の
公
文
を
越
勘
せ
む
こ
と
を
、

⑹

⑺

て
へ
り
。
左
少
弁
藤
原
朝
臣
通
俊
伝
宣
す
ら
く
、
権
中
納
言
源
朝
臣
資
綱
宣
す
ら

く
、

勅
を
奉
る
に
請
ひ
に
依
れ
、
て
へ
り
。

（
一
〇
七
五
）

⑻

承
保
二
年
十
二
月
廿
日

右
少
史
惟
宗

奉
る

【
註
】

⑴

平
維
盛

康
平
五
年
（
一
〇
六
二
）
ま
で
の
駿
河
守
。
葉
室
本
・
東
山
本
の

行
間
・
頭
書
の
記
述
は
平
維
盛
・
源
成
任
・
藤
原
季
経
の
駿
河
守
と
し
て
の

任
期
を
記
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
信
じ
れ
ば
康
平
二
〜
五
年
が
任

期
と
な
る
が
傍
証
史
料
は
な
い
。
平
正
度
の
子
。『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
治

暦
三
年
（
一
〇
六
七
）
十
二
月
日
条
に
「
駿
河
前
司
平
惟
盛
朝
臣
」
と
見
え

る
よ
う
に
、
駿
河
守
で
あ
っ
た
こ
と
は
諸
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。
承
暦
四

年
（
一
〇
八
〇
）
四
月
二
十
二
日
に
行
わ
れ
た
直
物
で
は
小
除
目
が
行
わ
れ

て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
申
文
の
中
に
「
維
盛
」
が
み
え
る
。
こ
れ
が
平
維
盛

で
あ
る
な
ら
ば
承
保
二
年
（
一
〇
七
五
）
段
階
で
は
存
命
に
な
る
（『
帥

記
』
同
日
条
）。

324



⑵

源
成
任

康
平
六
年
〜
治
暦
二
年
の
駿
河
守
。
源
信
成
の
子
。『
東
大
寺
文

書
』（『
大
日
古
』
東
大
寺
文
書
六
―

二
六
〇
）
の
治
暦
三
年
閏
正
月
二
十

日
官
宣
旨
所
引
の
治
暦
二
年
十
二
月
二
十
七
日
駿
河
国
解
状
に
「
守
源
朝
臣

成
任
」
と
み
え
る
。
こ
の
文
書
は
東
大
寺
側
の
先
例
違
反
が
原
因
で
源
成
任

が
東
大
寺
に
対
す
る
封
戸
調
庸
進
済
を
完
了
で
き
ず
、
公
文
勘
済
で
き
な
い

状
況
を
示
し
て
い
る
。
さ
て
封
戸
物
の
進
済
が
完
了
す
る
と
封
主
は
国
司
に

惣
返
抄
を
発
行
す
る
が
、
十
一
世
紀
後
半
の
東
大
寺
の
惣
返
抄
は
国
司
任
期

に
あ
た
る
四
年
、
八
年
ご
と
に
発
行
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
し
惣
返
抄

は
必
ず
し
も
任
終
年
の
翌
年
に
発
給
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
（
大
石
直
正

「
平
安
時
代
後
期
の
徴
税
機
構
と
荘
園
制
」『
東
北
学
院
大
学
論
集

歴
史

学
・
地
理
学
』
一
、
一
九
七
〇
）。
成
任
の
駿
河
守
と
し
て
の
任
期
は
こ
の

文
書
か
ら
は
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
任
終
年
で
あ
っ
た
成
任
が

国
守
の
任
期
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
惣
返
抄
の
発
行
を
東
大
寺
側
に
求
め
る

過
程
の
中
で
出
さ
れ
た
解
状
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。『
石
清
水
文
書
』
の

「
宮
寺
縁
事
抄
臨
時
祭
三
上
〈
自
天
喜
至
延
久
〉」（『
大
日
古
』
石
清
水
文
書

五
所
収
）
に
よ
る
と
延
久
五
年
（
一
〇
七
三
）
三
月
十
五
日
の
石
清
水
臨
時

祭
の
陪
従
に
「
前
駿
河
守
成
任
」
と
み
え
る
が
、
以
後
の
動
向
は
不
明
で
あ

る
。

⑶

藤
原
季
経

治
暦
三
年
〜
延
久
二
年
の
駿
河
守
。『
分
脈
』
に
み
え
る
藤
原

季
任
の
子
「
季
経
」（
従
五
位
下
・
甲
斐
守
）
と
同
一
人
物
か
。

⑷

平
朝
臣
昌
綱
「
正
五
位
下
」
と
あ
る
が
『
分
脈
』
で
も
同
様
。
本
文
書
よ

り
駿
河
守
と
し
て
の
任
期
は
延
久
三
年
〜
承
保
元
年
と
判
断
で
き
る
。
平
以

康
の
子
。『
承
暦
元
年
法
勝
寺
供
養
記
』
な
ど
に
は
承
暦
元
年
十
二
月
十
八

日
の
法
勝
寺
供
養
に
お
い
て
堂
童
子
の
一
人
と
し
て
「
前
駿
河
守
昌
綱
」
が

み
え
、
駿
河
守
で
あ
っ
た
こ
と
が
諸
史
料
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
。

⑸

当
任
公
文
の
処
「
當
任
公
文
之
處
」
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
あ
る
い
は

「
當
」
の
上
な
ど
に
原
文
書
で
は
「
勘
済
」
な
ど
の
文
言
が
あ
っ
た
か
。

⑹

藤
原
朝
臣
通
俊

藤
原
経
平
の
子
。
後
に
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
を
撰
進
。
延

久
六
年
正
月
二
十
八
日
に
少
納
言
・
蔵
人
に
任
じ
ら
れ
、
承
保
二
年
六
月
十

三
日
に
左
少
弁
、
同
四
年
十
月
三
日
に
右
中
弁
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
（『
補

任
』
永
保
四
年
条
、『
世
紀
』
康
和
元
年
八
月
十
六
日
条
）。

⑺

源
朝
臣
資
綱

源
顕
基
の
子
。
治
暦
四
年
十
二
月
二
十
九
日
に
権
中
納
言
に

任
じ
ら
れ
（『
補
任
』
治
暦
四
年
条
）、
承
保
二
年
当
時
は
権
中
納
言
兼
中
宮

大
夫
（『
補
任
』
承
保
二
年
条
）。
承
暦
四
年
八
月
十
四
日
に
中
納
言
に
昇
進

（『
補
任
』
承
暦
四
年
条
、『
水
左
記
』
同
日
条
）。

⑻

右
少
史
惟
宗

未
詳
。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
は
�
文
書
と
合
わ
せ
、
�
文
書
の
一
行
目
に
あ
る
「
越
勘
宣
旨
二
通
」

を
構
成
す
る
。
越
勘
の
詳
細
は
�
文
書
の
【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】
を
参
照
。

平
昌
綱
は
駿
河
守
と
し
て
の
任
期
の
間
に
「
調
庸
租
税
」
を
進
済
し
た
が
、
彼
以

前
の
国
司
が
公
文
を
勘
済
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
任
終
年
の
翌
年
に
、
康
平
五

年
〜
延
久
元
年
の
八
年
分
の
公
文
の
勘
済
を
保
留
し
、
自
ら
が
勘
済
の
義
務
を
負

う
前
司
藤
原
季
経
の
任
終
年
か
ら
の
四
年
分
の
公
文
を
先
に
勘
会
す
る
越
勘
の
手

続
き
を
申
請
し
て
い
る
。
越
勘
は
、
ま
ず
国
司
（
交
替
後
は
前
国
司
）
が
申
請
し
、

主
計
寮
・
主
税
寮
の
点
検
を
経
て
、
太
政
官
が
奏
上
し
奉
勅
を
経
て
許
可
さ
れ
る
。

越
勘
許
可
の
命
令
は
宣
旨
で
担
当
諸
司
に
命
じ
ら
れ
、
後
に
太
政
官
符
が
民
部

省
・
申
請
国
司
に
下
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
書
は
以
上
の
内
、
�
文
書
同

様
、
越
勘
許
可
を
諸
司
に
命
じ
た
宣
旨
で
あ
ろ
う
。
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【
関
連
史
料
】

『
大
日
古
』
東
大
寺
文
書
六
―

二
六
〇

【
参
考
文
献
】

北
條
秀
樹
「
文
書
行
政
よ
り
見
た
る
国
司
受
領
化
」（『
日
本
古
代
国
家
の
地
方
支

配
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
、
初
出
一
九
七
五
）、
鈴
木
一
見
「
勘
出
の
申
請

と
出
雲
国
正
税
返
却
帳
」（
羽
下
徳
彦
編
『
中
世
の
社
会
と
史
料
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
五
）、
玉
井
力
「
勘
出
考
」（『
日
本
歴
史
』
七
二
〇
、
二
〇
〇
八
）

（
杉
田

建
斗
）

㉒
越
勘
解
文

越
勘
國
解

⑴出
羽
國
司
解

申
請

官
裁
事

⑵

請
殊
蒙

天
恩
、
因
准
傍
例
、
被
下

宣
旨
所
司
、
越
勘
前
前
司
源
兼
長
任
終

⑶

天
喜
伍
、
次
守
源
済
頼
任
康
平
元
二
三
四
五
、
次
守
高
橋
明
頼
任
治
暦
四
、
次

⑷

守
大
江
親
経
任
延
久
元
二
三
四
五
并
拾
貮
箇
年
公
文
状

右
謹
檢
案
内
、
行
房
者
承
保
二
年
潤
四
月
七
日
、
拜
任
當
國
守
。
着
任
之
後
、
殊

⑸

廻
治
略
、
調
庸
租
税
、
任
中
進
済
。
今
擬
勘
済
公
文
之
處
、
件
四
代
吏
頻
雖
相
催
、

⑹

⑺

⑻

⑼

⑽

徒
送
年
月
、
無
心
勘
済
。
因
茲
所
司
勘
發
云
、
非
蒙

宣
旨
、
輙
難
越
勘
者
。
合

⑾

期
之
勤
、
可
致
乖
違
。
何
依
前
吏
之
懈
怠
、
空
失
當
任
之
勤

哉
。
望
請

天
恩
。

⑿

⒀

⒁

因
准
傍
例
、
被
下

宣
旨
於
所
司
、
越
勘
彼
年
年
公
文
者
、
将
勤
當
任
勘
済
之
煩

⒂

矣
。
仍
注
事
状
、
謹
解
。

⒃
承
暦
三
年
七
月
三
日

目
〈
闕
〉

⒄

従
五
位
下
行
守
橘
朝
臣

掾
〈
闕
〉

介
〈
闕
〉

【
校
訂
註
】

⑴

出
…
「
出
」〔「
山
城
」
と
朱
傍
書
〕（
伴
）

⑵

宣
旨
…
闕
字
せ
ず
（
紅
・
伴
）

⑶

守
…
「
寺
」〔「
守
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑷

箇
…
脱
〔「
箇
」
を
補
〕（
伴
）

⑸

租
…
「
祖
」（
底
・
葉
・
紅
・
東
）

⑹

因
…
「
同
」〔「
因
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑺

所
…
「
処
」（
伴
）

⑻

勘
…
脱
（
底
・
葉
・
紅
・
東
）、
脱
〔「
勘
」
を
補
〕（
伴
）

⑼

宣
旨
…
闕
字
せ
ず
（
紅
・
伴
）

⑽

輙
…
「
輔
」（
紅
）、「
輔
」〔「
輙
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑾

違
…
「
遠
」〔「
違
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⑿

因
…
「
同
」〔「
因
」
と
傍
書
〕（
伴
）

⒀

彼
…
「
攸
」〔「
件
」
と
傍
訂
〕（
伴
）、「
件
」（
大
）

⒁

勤
…
「
勤
」〔「
省
」
と
傍
訂
〕（
伴
）、「
省
」（
大
）

⒂

注
…
欠
（
紅
）、
脱
〔「
勒
」
を
補
、「
注
」
を
朱
補
〕（
伴
）、「
勒
」（
大
）

⒃

暦
…
墨
書
「
厂
」
の
中
に
「

」
を
朱
書
（
伴
）

⒄

掾
…
「
拯
」（
紅
・
東
）

【
書
き
下
し
】

⑴越
勘
国
解

出
羽
国
司
解
し

申
し
請
ふ

官
裁
の
事

殊
に

天
恩
を
蒙
り
、
傍
例
に
因
准
し
、

宣
旨
を
所
司
に
下
さ
れ
、
前
前
司

⑵

（
一
○
五
七
）

⑶

（
一
○
五
八
〜
一
○
六
二
）

⑷

源
兼
長
の
任
終
天
喜
伍
、
次
の
守
源
済
頼
の
任
康
平
元
二
三
四
五
、
次
の
守
高

（
一
○
六
八
）

⑸

（
一
○
六
九
〜
一
○
七
三
）

橋
明
頼
の
任
治
暦
四
、
次
の
守
大
江
親
経
の
任
延
久
元
二
三
四
五
并
せ
て
拾
弐
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箇
年
の
公
文
を
越
勘
せ
む
こ
と
を
請
ふ
状

⑹

（
一
〇
七
五
）

右
謹
み
て
案
内
を
検
ず
る
に
、
行
房
は
承
保
二
年
閏
四
月
七
日
に
、
当
国
の
守
を

拝
任
す
。
着
任
の
後
、
殊
に
治
略
を
廻
ら
し
、
調
庸
租
税
、
任
中
に
進
済
す
。
今

公
文
を
勘
済
せ
む
と
擬
す
る
の
処
、
件
の
四
代
の
吏
頻
り
に
相
催
す
と
雖
も
、
徒

ら
に
年
月
を
送
り
、
勘
済
を
心
す
る
無
し
。
茲
に
因
り
所
司
勘
発
し
て
云
へ
ら
く
、

宣
旨
を
蒙
る
に
あ
ら
ず
は
、
輙
く
越
勘
し
難
し
、
て
へ
り
。
合
期
の
勤
、
乖
違

を
致
す
べ
し
。
何
ぞ
前
吏
の
懈
怠
に
依
り
、
空
し
く
当
任
の
勤
節
を
失
は
む
や
。

望
み
請
ふ
ら
く
は

天
恩
を
。
傍
例
に
因
准
し
、

宣
旨
を
所
司
に
下
さ
れ
、
彼

⑺

の
年
年
の
公
文
を
越
勘
せ
ら
る
れ
ば
、
将
に
当
任
勘
済
の
煩
を
勤
め
む
と
す
。
仍

て
事
状
を
注
し
、
謹
み
て
解
す
。

（
一
○
七
九
）

承
暦
三
年
七
月
三
日

目
〈
闕
〉

従
五
位
下
行
守
橘
朝
臣

掾
〈
闕
〉

介
〈
闕
〉

【
註
】

⑴

越
勘

⑯
文
書
【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】
参
照
。

⑵

源
兼
長

⑱
文
書
註
⑶
参
照
。

⑶

源
済
頼

⑱
文
書
註
⑷
参
照
。

⑷

高
橋
明
頼

⑱
文
書
註
⑸
参
照
。

⑸

大
江
親
経

⑱
文
書
註
⑹
参
照
。

⑹

行
房

橘
行
房
。
⑱
文
書
註
⑴
参
照
。

⑺

将
に
…
む
と
す
「
煩
を
勤
め
む
」
と
い
う
言
い
方
は
や
や
不
自
然
に
感
じ

ら
れ
、
⑬
・
⑭
・
⑮
文
書
を
参
照
す
れ
ば
、
い
ず
れ
も
「
将
に
…
の
煩
を
省

か
む
と
す
」
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
本
文
書
の
「
勤
」
は
「
省
」

の
誤
り
か
。

【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】

本
文
書
は
、
当
任
国
司
が
前
任
ら
よ
り
累
積
さ
れ
て
き
た
未
勘
の
公
文
を
一
時

的
に
保
留
し
て
先
に
当
任
の
公
文
を
勘
会
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
越
勘
を
申
請
す

る
国
解
で
あ
る
。

越
勘
と
は
、
国
司
交
代
の
際
に
、
任
期
を
終
え
た
国
司
（
当
任
）
が
公
文
を
勘

済
す
る
際
、
以
前
の
国
司
（
前
任
）
の
公
文
が
未
勘
で
あ
っ
た
場
合
に
、
前
任
の

公
文
の
勘
会
を
一
時
的
に
保
留
し
て
、
当
任
の
公
文
か
ら
先
に
勘
会
す
る
こ
と
を

い
う
（
⑯
文
書
【
文
書
の
位
置
づ
け
・
機
能
】
参
照
）。

手
続
き
の
流
れ
と
し
て
は
、
ま
ず
越
勘
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
当
任
国
司
が
本

文
書
の
よ
う
な
越
勘
国
解
と
い
う
申
請
文
書
を
太
政
官
に
提
出
し
て
、
そ
の
後
太

政
官
が
主
税
寮
・
主
計
寮
に
前
司
以
前
の
税
帳
な
ど
の
勘
済
に
つ
い
て
調
査
を
命

じ
、
そ
し
て
主
税
寮
・
主
計
寮
が
調
査
の
結
果
と
し
て
�
・
�
文
書
の
よ
う
な
越

勘
続
文
を
太
政
官
に
出
す
。
太
政
官
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
越
勘
の
許
可
を
出
す
。

す
な
わ
ち
⑳
・
㉑
文
書
の
よ
う
な
越
勘
宣
旨
で
あ
る
。

本
文
書
に
お
い
て
、
出
羽
国
で
は
未
勘
が
十
二
年
以
上
続
い
た
と
い
う
現
象
は
、

や
や
不
思
議
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
奥
羽
で
は
、
前
九
年
合
戦
が
永
承
六
年
（
一

○
五
一
）
か
ら
始
ま
り
、
よ
う
や
く
康
平
五
年
（
一
○
六
二
）
に
治
ま
っ
た
。
そ

の
間
、
源
兼
長
の
任
終
天
喜
五
年
（
一
○
五
七
）
と
源
済
頼
の
任
康
平
元
〜
五
年

（
一
○
五
八
〜
一
○
六
二
）
は
戦
乱
が
原
因
で
収
穫
が
悪
か
っ
た
り
行
政
が
乱
れ

た
り
し
て
未
勘
を
致
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
源
済
頼
の
次
に
、
康
平

六
年
に
源
義
家
が
前
九
年
合
戦
の
功
績
に
よ
っ
て
出
羽
国
守
に
任
命
さ
れ
た
。
し

か
し
翌
康
平
七
年
に
源
義
家
が
朝
廷
に
越
中
守
へ
転
任
す
る
こ
と
を
申
請
し
た

（『
略
記
』
康
平
六
年
二
月
二
十
七
日
条
）。
た
だ
し
そ
れ
が
承
認
さ
れ
た
か
ど
う

か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
高
橋
明
頼
の
任
終
治
暦
四
年
（
一
○
六
八
）
と

そ
の
次
の
大
江
親
経
の
任
延
久
元
〜
五
年
（
一
○
六
九
〜
一
○
七
三
）
も
未
勘
で
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あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
当
任
国
守
の
橘
行
房
が
越
勘
を
申
請
し
た
の
は
、
源

兼
長
の
任
終
天
喜
五
年
か
ら
大
江
親
経
の
任
終
延
久
五
年
ま
で
の
十
七
年
間
の
中

の
十
二
年
分
で
あ
っ
て
、
源
義
家
の
任
康
平
六
年
か
ら
高
橋
明
頼
任
終
の
前
年
の

治
暦
三
年
ま
で
の
五
年
分
は
言
及
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
高
橋
明
頼
も
天
喜
五

年
か
ら
康
平
五
年
ま
で
の
未
勘
分
に
つ
い
て
越
勘
の
申
請
を
し
て
、
自
分
の
責
任

範
囲
の
康
平
六
年
か
ら
治
暦
三
年
ま
で
の
五
年
分
だ
け
を
勘
済
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
高
橋
明
頼
が
申
請
し
た
越
勘
の
分
は
続
い
て
そ
の
後
任
者
で
あ
る

大
江
親
経
と
橘
行
房
の
責
任
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
出
羽
国
に
お
い
て
未
勘
が
十

二
年
以
上
続
い
た
の
は
、
前
九
年
合
戦
の
戦
乱
の
ほ
か
に
、
前
任
が
申
請
し
た
越

勘
分
が
累
積
し
て
当
任
の
責
任
に
な
っ
た
こ
と
も
原
因
な
の
で
あ
ろ
う
。

【
関
連
史
料
】

『
略
記
』
康
平
六
年
二
月
二
十
七
日
条
、『
群
載
』
巻
二
十
二
・
③
文
書

【
参
考
文
献
】

寺
内
浩
「
大
帳
・
正
税
帳
制
度
の
解
体
」（『
受
領
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
○
○

四
、
初
出
一
九
九
四
）、
鈴
木
一
見
「
勘
出
の
申
請
と
出
雲
国
正
税
返
却
帳
」（
羽

下
徳
彦
編
『
中
世
の
社
会
と
史
料
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
五
）

（
安

洪
贇
）
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